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一
、
序

中
国
の
先
秦
時
代
に
お
い
て
、
国
家
的
宗
教
儀
礼
の
主
な
舞
台
で
あ
り
、
ひ
る
が
え
っ
て
国
家
自
体
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
重
視

さ
れ
た
の
が
、
社
稷
と
宗
廟
で
あ
るq

。
中
で
も
宗
廟
儀
禮
は
、
君
主
位
の
綿
々
た
る
継
承
の
正
統
性
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
りw

、
宗
廟

自
体
が
統
治
権
を
保
証
す
る
権
威
そ
の
も
の
で
あ
っ
たe

。
そ
の
後
祖
霊
の
権
威
は
弱
ま
り
、
宗
廟
の
権
威
も
ま
た
減
少
し
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
るr

が
、
始
皇
帝
が
他
の
諸
王
を
討
ち
滅
ぼ
し
た
こ
と
に
つ
い
て
「
頼
宗
廟
之
霊
、
六
王
咸
伏
其
辜
」（『
史
記
』
秦
始
皇
本
記
）
と

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
秦
に
い
た
る
ま
で
そ
の
命
脈
を
保
っ
て
い
る
。
そ
し
て
前
漢
に
お
い
て
、
宗
廟
の
存
在
感
は
再
び
増
大
す
る
。

国
家
の
開
祖
た
る
劉
邦
の
高
祖
廟
は
、
国
家
の
連
続
性
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
りt

、
第
一
に
皇
帝
位
の
継
承
、
お
よ
び
功
臣
列
侯
の
爵
位
継

承
の
象
徴
と
な
るy

。
さ
ら
に
皇
帝
位
を
継
承
す
る
こ
と
を
「
奉
高
帝
宗
廟
」（『
史
記
』
孝
文
本
紀
）
と
表
現
し
、
漢
に
背
く
諸
侯
王
は

「
安
高
廟
」
を
反
乱
の
理
由
と
し
た
よ
う
に
（『
史
記
』
呉
王

伝
）、
創
業
者
高
祖
の
廟
自
体
が
、
国
家
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
で
は
宗
廟
は
ど
の
よ
う
に
権
威
を
増
し
た
の
か
。
他
の
祭
祀
儀
禮
制
度
が
大
き
な
変
動
を
経
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
前
後
漢
に
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お
い
て
宗
廟
の
制
度
は
固
定
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
改
革
を
重
ね
て
お
り
、
そ
の
性
格
も
変
化
し
続
け
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
。
と
り
わ
け
最
大
の
改
革
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
元
帝
時
か
ら
王
莽
期
に
至
る
、
儒
家
の
伝
え
る
古
禮
に
復
し
た
と
さ
れ
る
そ

れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
儒
教
が
国
教
と
な
る
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
と
考
え
ら
れu

、
前
漢
の
宗
廟
制
度
に
つ
い
て
は
、
郡
国
廟
に
関
し
て
述
べ

ら
れ
る
以
外
、
従
来
ほ
ぼ
こ
の
元
帝
以
降
の
宗
廟
改
革
に
つ
い
て
議
論
が
集
中
し
て
い
るi

。
そ
し
て
往
々
に
し
て
、
改
革
前
の
儒
家
の

基
準
に
お
い
て
非
禮
な
儀
禮
か
ら
改
革
後
の
禮
に
従
う
儀
禮
へ
移
行
し
た
と
考
え
ら
れo

、
改
革
前
後
の
非
連
続
面
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。

一
方
、
漢
の
揺
籃
期
か
ら
儀
禮
制
定
に
参
画
し
て
き
た
主
た
る
人
物
を
見
る
と
、
叔
孫
通
・
賈
誼
な
ど
主
に
儒
家
で
あ
る
。
儒
教
に

お
い
て
儀
禮
は
、
象
徴
作
用
に
よ
り
天
下
の
秩
序
を
生
成
し
保
持
す
る
目
的
に
沿
っ
て
組
み
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
自
体
が
政
治
の
重
要
な

手
段
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
漢
朝
成
立
当
初
よ
り
そ
の
効
能
を
政
権
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
儒
家
は
政
権
の
一
角
を
占

め
て
き
た
。
前
漢
前
半
期
期
の
宗
廟
制
度
と
改
革
以
降
の
そ
れ
に
は
、
む
し
ろ
連
続
面
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
の
制
度
の

仕
組
み
と
働
き
を
抜
き
に
し
て
は
、
そ
の
ご
の
改
革
の
意
図
を
と
ら
え
、
国
家
儀
禮
と
し
て
の
宗
廟
儀
禮
の
性
格
と
機
能
を
正
確
に
に

把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
漢
の
諸
郡
国
す
べ
て
に
宗
廟
の
設
置
さ
れ
た
こ
の
時
期
こ
そ
が
、
か
え
っ
て
国
家
的
祭
祀
と
し
て

宗
廟
儀
禮
が
最
も
重
視
さ
れ
た
時
期
で
あ
り
、
国
家
的
儀
禮
の
秩
序
維
持
作
用
を
担
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
徐
乾
學
『
讀
禮
通
考
』
廟
制
は
、
後
漢
明
帝
以
降
各
皇
帝
の
廟
を
建
立
せ
ず
、
太
祖
廟
内
に
同
堂
異
室
で
祭
祀
す
る
制
度
が
確

立
し
、
明
に
い
た
る
ま
で
の
王
朝
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
上
陵
儀
礼
を
大
規
模
化
し
国
家
儀
禮
と
し
た
の
も
、
漢
代
に
お

い
て
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
帝
室
か
ら
庶
民
の
宗
族
に
い
た
る
ま
で
、
祖
先
祭
祀
は
宗
廟
（
祠
堂
）
祭
祀
と
墓
祭
と
の
二
本
立
て
と
な
っ
た
。

前
漢
か
ら
後
漢
に
か
け
て
、
そ
の
後
の
祖
先
祭
祀
制
度
の
基
層
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
祖
霊
の
権
威
に
依
拠
し
て
い
た
従

来
の
宗
廟
の
地
位
は
、
血
縁
紐
帯
の
弛
緩
と
あ
い
ま
っ
て
春
秋
時
代
以
降
し
だ
い
に
後
退
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
間
に
は
さ

ま
れ
た
前
漢
宗
廟
改
革
ま
で
の
時
期
は
、
そ
の
後
の
皇
帝
制
度
下
の
宗
廟
へ
と
橋
渡
し
が
行
わ
れ
る
転
換
期
な
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期

の
宗
廟
祭
祀
に
つ
い
て
探
求
す
る
こ
と
は
、
そ
の
後
の
展
開
を
読
み
と
る
上
で
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
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そ
れ
で
は
前
漢
前
半
当
該
時
期
の
宗
廟
の
基
幹
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
第
一
に
高
祖
の
廟
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
文
帝
太
宗
の
廟
で
あ

る
。
こ
の
二
人
の
皇
帝
は
祖
号
・
宗
号
を
冠
せ
ら
れ
、
そ
の
廟
は
祖
宗
廟
と
さ
れ
た
。
こ
の
祖
宗
廟
に
つ
い
て
、
そ
の
制
度
を
示
す
景

帝
紀
元
年
の
詔
の
分
析
を
通
し
て
述
べ
た
い
。

二
、
景
帝
詔
の
分
析

次
の
景
帝
元
年
の
詔
は
、
文
帝
の
徳
を
称
揚
し
、
そ
の
徳
に
適
合
す
る
廟
楽
を
制
作
せ
よ
と
い
う
帝
の
命
を
受
け
て
、
臣
下
が
議
論

し
、
あ
ら
た
め
て
高
祖
廟
を
太
祖
廟
、
文
帝
廟
を
太
宗
廟
と
定
め
、
祖
宗
廟
は
代
々
天
子
が
み
づ
か
ら
祭
祀
し
、
郡
国
に
太
宗
廟
を
建

立
し
、
諸
侯
王
・
列
侯
は
中
央
の
そ
れ
を
助
祭
す
る
こ
と
を
奏
上
し
、
裁
可
さ
れ
た
経
過
を
表
す
。

『
史
記
』
孝
文
本
紀
景
帝
元
年
詔
（『

書
』
景
帝
紀
元
年
の
同
詔
・『

書
補
注
』
・
『
史
記
會
注
考
證
』
に
よ
っ
て
校
訂
）

孝
景
皇
帝
元
年
十
月
、
制
詔
御
史
、「
蓋
聞
古
者

有
功
而
宗
有

、
制
禮
樂
各
有
由
。
歌
者
（
校
訂
１
）、
所
以
発

也
。
舞
者
、

所
以
明
功
也
。
高
廟
酎
、
奏
武

・
文
始
・
五
行
之
舞
。
孝
惠
廟
酎
、
奏
文
始
・
五
行
之
舞
。

孝
文
皇
帝
臨
天
下
、
通
關
梁
、
不
異

方
。
除
誹
謗
、
去
肉
刑
、
賞
賜
長
老
、
収
恤
孤
獨
、
以
育
群
生
。
減
嗜
欲
、
不
受
獻
、

不
私
其
利
也
。
罪
人
不
帑
、
不
誅
無
罪
。
除
肉
（
校
訂
２
）
刑
、
出
美
人
、
重

人
之
世
。
朕
既
不

、
不
能
識
。
此
皆
上
古
之
所

不
及
、
而
孝
文
皇
帝
親
行
之
。

厚

天
地
、
利
澤
施
四

、
靡
不
獲

焉
。
明
象
乎
日
月
、
而
廟
樂
不
稱
。
朕
甚
懼
焉
。
其
爲

孝
文
皇
帝
廟
爲
昭

之
舞
、
以
明
休

。
然
后

宗
之
功

於
竹
帛
、
施
于
萬
世
、
永
永
無
窮
、
朕
甚
嘉
之
。
其
與
丞
相
・
列

侯
・
中
二
千
石
・
禮
官
具
爲
禮
儀
奏
。」

丞
相
臣
嘉
（
申
屠
嘉
）
等
言
、「
陛
下
永
思
孝
道
、
立
昭

之
舞
以
明
孝
文
皇
帝
之
盛

。
皆
臣
嘉
等
愚
所
不
及
。
臣

議
曰
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（
校
訂
３
）、
功
莫
大
於
高
皇
帝
、

莫
盛
於
孝
文
皇
帝
、（
一
）
高
皇
廟
宜
爲
帝
者
太

之
廟
、（
二
）
孝
文
皇
帝
廟
宜
爲
帝
者
太
宗

之
廟
。（
三
）
天
子
宜
世
世
獻

宗
之
廟
。（
五
）
郡
國

侯
宜
各
爲
孝
文
皇
帝
立
太
宗
之
廟
。

侯
王
列
侯
使

、
侍
祠
天
子
歳

（
校
訂
４
）
獻

宗
之
廟
。
請

之
竹
帛
、
宣
布
天
下
。」
制
曰：

「
可
。」

校
訂

（
一
）『
史
記
』
に
、
歌
の
前
に
聞
あ
り
、『

書
』
に
無
し
。『
史
記
會
注
考
證
』
引
く
李
笠
説
は
衍
字
と
す
る
。

（
二
）
肉
字
、『

書
補
注
』
に
宮
と
す
る
。

（
三
）『

書
』
は
曰
と
す
る
が
、『
史
記
』
に
曰
を
世
に
作
る
。『
史
記
會
注
考
證
』
・
『

書
補
注
』
に
よ
り
に
世
を
曰
に
改
め
る
。

（
四
）『

書
』
は
歳
を
所
に
作
る
。

以
下
、
裁
可
さ
れ
、
制
度
化
さ
れ
た
申
屠
嘉
ら
の
上
奏
文
を
も
と
に
、
制
度
の
分
析
を
行
う
。

（
一
）
高
皇
廟
宜
為
帝
者
太
祖
。
高
祖
廟
に
つ
い
て

京
師
の
高
祖
廟
の
建
立
、
お
よ
び
郡
国
高
祖
廟
の
設
置
は
高
祖
の
死
後
、
恵
帝
即
位
時
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
漢
の
宗
廟
の
中
枢
は

高
祖
の
父
の
廟
・
太
上
皇
廟
で
あ
り
、
太
上
皇
廟
で
恵
帝
即
位
と
、
亡
き
高
祖
へ
の
上
尊
号
が
行
わ
れ
た!0

。
そ
の
立
地
は
長
安
城
内
の

長
楽
宮
の
北
で
あ
る!1

。
上
尊
号
に
つ
い
て
、『
史
記
』
高
祖
本
紀
に
次
の
よ
う
に
記
載
す
る
。

「
羣
臣
皆
曰
、
高

起
微
細
、
撥
亂
世
反
之
正
、
平
定
天
下
、
爲
漢
太

、
功
最
高
、
上
尊
號
爲
高
皇
帝
。（
略
）
令
郡
國

侯
各

立
高

廟
、
以
歳
時
祠
。」

こ
の
資
料
は
、
初
代
劉
邦
の
尊
号
は
高
皇
帝
、
廟
号
は
高
祖
と
決
定
し
た
こ
と
を
示
す
。
高
祖
と
い
う
廟
号
は
、
功
が
最
高
と
い
う

意
義
の
高
と
、
漢
王
朝
始
祖
を
意
味
す
る
太
祖
と
い
う
呼
称
の
結
合
か
ら
為
る
。
先
祖
を
太
祖
と
呼
称
す
る
こ
と
は
、
古
く
は
『
詩
經
』

大
雅
の
常
武
、『
禮
記
』
の
檀
弓
篇
な
ど
に
見
え
る
が
、
明
ら
か
に
始
祖
の
呼
称
と
し
て
特
定
し
諸
廟
中
最
尊
と
位
置
づ
け
る
の
は
、
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『
荀
子
』
禮
論
篇
の
「
帝
は
太

を
天
と
す
」
で
あ
り
、
そ
の
後
『
禮
記
』
王
制
の
「
天
子
七
廟
、
三
昭
三
穆
、
大

の
廟
と
七
な
り
。」

の
よ
う
に
始
祖
廟
の
呼
称
と
し
て
定
着
す
る
。
前
掲
禮
論
篇
は
報
本
反
始
を
理
由
に
始
祖
重
視
を
説
い
て
い
る
が
、
戦
国
晩
期
よ
り
始

祖
と
し
て
の
太
祖
の
扱
い
に
つ
い
て
諸
説
が
見
え
、
王
制
の
よ
う
に
太
祖
廟
を
不
毀
常
設
と
す
る
説
、『
春
秋
公
羊
傳
』『
春
秋
穀
梁
傳
』

に
見
え
る
合
祭
時
は
太
祖
廟
に
て

廟
の
神
主
を
合
祭
す
る!3

説
な
ど
も
出
て
い
る
。
王
朝
始
祖
・
高
祖
劉
邦
を
太
祖
と
し
た
の
は
、
こ

の
よ
う
な
儒
学
の
、
始
祖
と
し
て
の
太
祖
を
宗
廟
中
最
尊
至
高
の
地
位
に
設
定
す
る
諸
説
の
流
れ
に
沿
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
は
始
皇
帝
が
天
極
太
一
を
象
る
極
廟
を
設
置
し
、
そ
の
死
後
始
皇
帝
廟
は
永
遠
に
廃
棄
し
な
い
が
他
廟
は
時
期
が
来
れ
ば
廃
棄
す

る
と
規
定
し
、
秦
先
君
先
王
の
廟
を
も
凌
駕
す
る
、
始
祖
廟
と
し
て
絶
対
の
地
位
を
確
立
し
た
こ
と
と
通
じ
る!4

。

高
祖
の
至
尊
の
地
位
は
、
そ
の
立
地
に
も
現
れ
て
い
る
。
長
楽
宮
の
西
・
未
央
宮
の
東
で
、
長
安
城
の
ほ
ぼ
中
枢
で
あ
る!5

。
つ
ま
り

太
上
皇
廟
・
高
祖
廟
・
後
述
の
太
宗
廟
以
外
が
陵
の
廟
で
あ
る
の
に
比
し
て
、
そ
の
廟
の
中
枢
的
意
義
は
当
初
か
ら
定
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
結
果
高
廟
で
天
子
継
承
の
儀
式
の
一
部
が
行
わ
れ
、
ま
た
先
述
の
よ
う
に
列
侯
の
功
の
序
列
を
高
廟
に
所
蔵
し
た
の
で
あ
り
、
高

廟
は
天
子
お
よ
び
諸
侯
王
列
侯
の
継
承
を
保
証
す
る
象
徴
機
能
を
担
い
、
特
別
の
権
威
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
孝
文
皇
帝
廟
宜
為
帝
者
太
宗
之
廟
　
太
宗
号
に
つ
い
て

『
漢
書
』
文
帝
紀
に
よ
れ
ば
、
文
帝
前
元
四
年
に
文
帝
顧
成
廟!6

が
建
立
さ
れ
た
。
場
所
は
、
長
安
城
の
南
で
あ
り
、
他
帝
の
廟
が
陵

付
近
で
あ
る
の
と
異
な
り
、
長
安
城
に
近
い!7

。
文
帝
は
都
城
付
近
の
廟
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
場
所
の
特
異
性
が
表
す
廟
の
特
殊
性
は
、
太
宗
と
い
う
廟
の
尊
号
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
文
帝
廟
が
太
宗
廟
と
な
る
こ
と
は
、

賈
誼
の
上
書!8

よ
り
、
文
帝
生
前
の
し
か
も
賈
誼
上
書
時
（
文
帝
前
六
年
│
十
一
年
）
に
は
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。

ま
た
顧
成
廟
の
特
異
な
位
置
か
ら
し
て
、
む
し
ろ
顧
成
廟
の
建
立
決
定
時
つ
ま
り
文
帝
即
位
に
近
い
時
期
か
ら
、
他
廟
と
こ
と
な
る
特

別
な
廟
＝
太
宗
廟
と
な
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
で
は
太
宗
の
名
称
は
何
を
意
味
し
、
何
に
よ
っ
て
命
名
さ
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れ
た
の
か
。

景
帝
詔
に
よ
れ
ば
太
宗
号
の
根
拠
は
「
有
功
を
祖
と
し
、
有
徳
を
宗
と
す
」
と
い
う
説
に
あ
り
、
有
徳
君
主
の
尊
号
で
あ
る
。
こ
の

一
節
は
『
新
書
』
數
寧
篇
に
禮
に
曰
く
と
し
て
引
か
れ
る
が
、
こ
れ
以
前
の
文
献
に
は
見
え
な
い!9

。
し
か
し
宗
号
を
つ
け
る
意
図
が
皇

帝
の
徳
の
顕
彰
に
あ
る
こ
と
は
読
み
と
れ
る
。

宗
は
元
来
宗
廟
を
意
味
す
る
。
有
徳
者
を
「
宗
」
と
し
て
祭
祀
す
る
こ
と
は
『
國
語
』
魯
語
・
『
禮
記
』
祭
法
の
「
武
王
を
宗
と
す
」

な
ど
に
見
え
る@0

。
ま
た
秦
漢
の
成
立
と
さ
れ
る
『
管
子
』
軽
重
己
篇@1

に
て
、
太
祖
・
太
宗
の
祭
祀
を
述
べ
て
い
る
。
諸
篇
に
み
え
る
有

徳
者
祭
祀
の
観
念
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

宗
を
君
主
の
呼
称
と
す
る
こ
と
は
『
尚
書
』
高
宗

日
、
毋

に
殷
の
中
宗
・
高
宗
が
見
え
、
ま
た
馬
王
堆
帛
書
の
『
老
子
乙
本
巻

前
古
書
・
經
法
』
に
黄
帝
を
黄
宗
と
呼
称
し
、
そ
の
徳
を
強
調
す
る
こ
と
が
見
え
る
が
、
周
以
降
の
君
主
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
呼

称
さ
れ
た
記
録
は
、
現
在
見
え
る
文
献
に
は
残
っ
て
い
な
い
。
や
は
り
現
在
確
認
で
き
る
、
当
時
流
通
し
て
い
た
宗
号
中
で
最
も
著
名

な
の
は
、
殷
の
三
宗
の
そ
れ
で
あ
る
。『
史
記
』
の
殷
本
紀
に
よ
れ
ば
「
帝
太
甲
修

、

侯
咸
帰
殷
、
百
姓
以
寧
。
伊
尹
嘉
之
、
迺
作

太
甲
訓
三
篇
、
褒
帝
太
甲
、
稱
太
宗
。」「
弟
太
戊
立
、
是
為
帝
太
戊
。（
略
）
殷
復
興
、

侯
帰
之
、
故
称
中
宗
。」「

己
嘉
武
丁
之
以

祥
雉
爲

、
立
其
廟
爲
高
宗
、」
と
さ
れ
、『
史
記
』
著
述
当
時
殷
太
宗
・
中
宗
・
高
宗
の
三
宗
の
呼
称
は
有
徳
君
主
を
尊
ぶ
号
と
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
、
そ
れ
は
ま
た
『
史
記
』
の
こ
の
部
分
の
記
述
が
依
拠
す
る
所
の
尚
書
説
が
、
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。ま

た
時
代
は
や
や
降
る
が
、『

書
』
韋
玄
成
伝
に
載
せ
る
劉

と
王
舜
の
上
書
に
「
苟
有
功

則
宗
之
、
不
可
預
爲
設
數
。
故
於
殷
、

太
甲
爲
太
宗
、
大
戊
曰
中
宗
、
武
丁
曰
高
宗
。
周
公
爲
毋
逸
之
戒
、
擧
殷
三
宗
以
勸
成
王
。」
と
三
宗
説
と
有
徳
の
宗
号
と
を
関
連
づ
け

て
述
べ
て
い
る
。
段
玉
裁
は
前
掲
『
史
記
』
殷
本
紀
と
劉

・
王
舜
の
上
書
か
ら
、
文
帝
の
太
宗
号
を
今
文
尚
書
説
に
よ
る
と
す
る@2

。

こ
の
説
に
依
拠
し
て
み
る
と
、
文
帝
の
即
位
事
情
自
体
が
、
前
掲
『
史
記
』
殷
本
紀
・
劉

等
上
書
で
殷
の
太
甲
に
比
定
さ
れ
る
太
宗
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の
即
位
事
情
と
の
類
似
を
感
じ
さ
せ
る
。『
史
記
』
で
は
太
宗
＝
太
甲
（
他
説
で
は
祖
甲
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
は
前
帝
仲
任
の
子
で

は
な
く
、
ま
た
即
位
後
に
桐
宮
に
蟄
居
さ
せ
ら
れ
た
の
ち
、
伊
尹
の
教
訓
に
順
っ
て
改
心
し
呼
び
戻
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
文
帝
即
位
前
の
漢
の
政
治
的
混
乱
と
、
文
帝
が
高
祖
功
臣
団
に
よ
っ
て
擁
立
さ
れ
立
場
的
に
功
臣
達
に
従
順
で
あ
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
文
帝
自
体
が
実
質
的
に
先
代
の
恵
帝
・
少
帝
・
常
山
王
恒
の
子
孫
で
な
い
こ
と
に
関
連
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。
文
帝
は
高
祖
の
子
で
あ
り
、
恵
帝
に
と
っ
て
は
弟
、
少
帝
・
常
山
王
恒
に
と
っ
て
は
叔
父
と
な
る
。
弟
が
兄
を
嗣
ぐ
、
な
い

し
は
叔
父
が
甥
を
嗣
ぐ
と
い
う
事
態
を
避
け
る
た
め
、
文
帝
は
高
祖
を
嗣
ぐ
も
の
と
さ
れ
た
。
例
え
ば
文
帝
擁
立
の
群
臣
言
に
「
子
弘

等
皆
非
孝
惠
帝
子
、
不
當
奉
宗
廟
。（
中
略
）『
大
王
高
帝
長
子
、
宜
爲
高
帝
嗣
。』
願
大
王
即
天
子
位
。」
と
見
え
る
。
し
か
し
実
質
的
に

は
文
帝
は
傍
系
か
ら
継
承
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
継
承
の
正
統
性
は
揺
ら
ぎ
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
。『
史
記
』
斉
悼
恵
王
世
家
に
よ
れ

ば
、
呂
氏
を
討
伐
し
文
帝
を
擁
立
す
る
の
に
功
あ
っ
た
朱
虚
侯
お
よ
び
東
牟
侯
は
、
実
は
斉
王
襄
を
擁
立
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
い

う
。
他
の
諸
侯
王
か
ら
見
て
代
王
が
特
に
飛
び
抜
け
た
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
く
あ
く
ま
で
同
格
で
あ
り
、
代
王
の
皇
帝
就
任
は
他
の

王
に
も
帝
位
に
就
き
得
た
・
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
就
き
得
る
と
い
う
可
能
性
を
残
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
他
の
諸
侯
王
と

の
関
係
に
お
い
て
、
帝
位
継
承
の
正
統
性
確
立
の
必
要
が
生
じ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
宗
号
が
登
場
す
る
。『
春
秋
左
氏
傳
』
哀
公
四
年
の
「
司
馬
致
邑
立
宗
焉
」
の
よ
う
に
、
遅
く
と
も
戦
国
時

代
に
お
い
て
、
宗
に
は
宗
族
本
家
の
意
味
も
存
し
た
。
同
じ
く
『
春
秋
左
氏
傳
』
昭
公
二
十
八
年
に
、「
其
大
宗
賂
以
女
樂
」
と
あ
る
の

を
、
杜
預
注
は
宗
族
本
家
の
意
義
で
解
釈
す
る
。
明
ら
か
に
大
宗
を
本
家
当
主
の
呼
称
と
す
る
の
は
、『
禮
記
』
喪
服
小
記
と
大
傳
で
あ

り
、『
禮
記
』
大
傳
に
「
繼

者
爲
小
宗．

有
百
世
不

之
宗．

有
五
世
則

之
宗．

百
世
不

者．

別
子
之
後
也．

宗
其
繼
別
子
之
所

自
出
．

百
世
不

也．

宗
其
繼
高

者．

五
世
則

也．

故

宗．

宗

之
義
也．

有
小
宗
而
無
大
宗
．

有
大
宗

而
無
小
宗

、
有
無
宗
亦
莫
之
宗
．

公
子
是
也
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
始
祖
か
ら
始
ま
る
本
家
を
太
宗
と
し
（『
禮
記
』
喪
服
小
記
に
類

似
の
記
述
が
あ
る
）、『
儀
禮
』
喪
服
傳
は
「
大
宗
也
。
收
族

也
。」
と
し
、
大
宗
を
宗
主
と
す
る
。
儒
家
禮
説
中
で
の
大
宗
か
ら
ひ
る
が

409

一
〇
三

前
漢
祖
宗
廟
制
度
の
研
究



え
っ
て
文
帝
の
太
宗
号
に
立
ち
戻
れ
ば
、
太
宗
号
に
は
傍
系
か
ら
入
っ
て
本
家
当
主
と
な
っ
た
文
帝
の
地
位
の
確
立
と
い
う
意
図
が
か

い
ま
み
え
る
。
先
に
触
れ
た
『
管
子
』
軽
重
己
篇
は
、
太
宗
号
を
廟
号
と
し
て
説
き
宗
廟
祭
祀
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
点
で
、
前
漢

成
立
と
考
え
得
る
文
献
と
し
て
は
貴
重
な
も
の
だ
が
、
そ
の
夏
至
太
宗
祭
祀
の
項
に
て
「
宗
は
、
族
の
始
め
な
り
」
と
述
べ
て
お
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
太
宗
号
は
、
新
し
い
君
統
の
開
始
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
文
帝
の
太
宗
号
に
は
、
段
説
の
よ
う
に
殷
の
太
宗
と
重
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
命
名
に
は
臨
時
変
則

的
な
も
の
で
あ
っ
た
文
帝
の
帝
位
継
承
の
正
当
性
確
立
と
い
う
意
図
が
存
し
た
の
で
あ
り
、
傍
系
君
主
と
し
て
の
立
場
を
正
当
化
す
る

手
段
と
し
て
、『
尚
書
』
・
『
禮
記
』
大
傳
等
に
み
え
る
太
宗
号
を
選
び
取
り
、『
國
語
』
魯
語
・
『
禮
記
』
祭
法
な
ど
の
宗
有
徳
説
に

よ
っ
て
有
徳
イ
メ
ー
ジ
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
太
宗
号
は
文
帝
の
継
承
の
正
当
性
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
の
ち
宣
帝
が
武
帝

の
正
系
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
た
め
に
世
宗
廟
を
建
立
（
永
井
彌
人
「
前
漢
元
帝
期
の
祖
宗
論
争
に
関
す
る
│
試
論
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
紀
要
四
四
│
一
　
一
九
九
九
年
）
す
る
が
、
こ
れ
と
現
在
述
べ
て
い
る
所
の
太
宗
廟
建
立
と
は
、
方
法
を
や
や
異
に
す
る
も
、
傍

系
か
ら
即
位
し
た
皇
帝
を
正
統
と
し
て
顕
示
す
る
と
い
う
、
共
通
す
る
意
図
に
依
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
太
宗
号
の

継
承
正
当
化
機
能
は
、
序
に
て
述
べ
た
宗
廟
の
基
本
的
機
能
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
天
子
宜
世
世
献
祖
宗
之
廟

こ
の
部
分
は
天
子
が
祖
宗
を
み
ず
か
ら
親
祭
す
る
規
定
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
宗
廟
の
祭
祀
は
基
本
的
に
毎
月
祭
祀
す
る
月

祭
で
あ
っ
た
。『

書
』
韋
玄
成
伝
に
陵
廟
の
祭
祀
に
つ
い
て
「
月
祭
於
廟
、（
略
）
廟
、
年
二
十
五
祠
。（
略
）
又
月
一
游
衣
冠
。」
と
あ

り
、
こ
の
二
十
五
祠
に
つ
い
て
は
、
同
伝
顔
師
固
注
引
く
晉
灼
注
引
く
『

舊
儀
』
に
見
え
る
よ
う
に
、
大
別
し
て
十
二
種
類
の
個
別

の
祭
祀
と
、
毎
月
の
月
例
祭
祀
と
の
二
種
類
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る@3

。
衣
冠
出
遊
と
は
寝
に
安
置
し
て
い
る
故
人
の
衣

冠
を
廟
ま
で
巡
行
さ
せ
祀
る
こ
と@4

で
、『
文
獻
通
考
』
巻
九
十
七
宗
廟
考
七
祭
祀
時
享
引
く
『

舊
儀
』
に
「
原
廟
一
歳
十
二
祠
、
有
閏
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加
一
祠
、
皆
用
太
牢
、
月
游
衣
冠
、
以
廟
餽
事
之
日
」
と
あ
り
、
毎
月
の
定
例
祭
祀
の
日
に
と
も
に
行
わ
れ
た@5

。

こ
れ
ら
の
祭
祀
の
中
で
、
国
家
の
祭
禮
と
し
て
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
何
か
。
正
月
に
酒
造
り
を
始
め
て
八
月
に
出
来
る
、
三

度
醸
造
を
重
ね
た
新
酒
を
も
っ
て
祭
祀
す
る
、
仲
秋
八
月
の
酎
祭
で
あ
る@6

。
前
掲
『

舊
儀
』
に
よ
れ
ば
九
太
牢
を
用
い
、
そ
の
夕
牲

儀
禮
は
天
子
自
ら
が
行
う@7

な
ど
、
前
漢
に
お
い
て
最
も
盛
大
に
行
わ
れ
た
の
は
酎
祭
で
あ
り
、
前
掲
景
帝
詔
も
酎
祭
時
の
廟
楽
の
諮
問

か
ら
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
最
も
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
酎
祭
に
つ
い
て
、『
續

書
』
禮
儀
志
注
引
く
漢
律
金
布
令
に
「
皇
帝
斎
宿
、
親
帥
群
臣
承
祠
宗
廟
、
群
臣
宜
分
奉

。

侯
・

列
侯
各
以
民
口
數
、
率
千
口
奉
金
四
兩
、
奇
不
滿
千
口
至
五
百
口
亦
四
兩
、
皆
會
酎
、
少
府
受
。
又
大
鴻
臚
食
邑
九
真
・
交
阯
・
日

南

、
用
犀
角
長
九
寸
以
上
若

瑁
甲
一
、
欝
林
用
象
牙
長
三
尺
以
上
若
翡
翠
各
二
十
、
準
以
當
金
。」
と
あ
り
、
皇
帝
が
親
祭
し
、
群

臣
が
侍
祠
し
、
諸
侯
王
列
侯
が
民
の
口
数
に
応
じ
て
金
を
献
上
し
、
大
鴻
臚
食
邑
の
九
真
、
交
阯
、
日
南
、
欝
林
に
あ
る
も
の
は
金
に

代
替
す
る
特
産
品
を
献
上
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

酎
の
際
に
金
を
献
上
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
記
録
を
見
る
と
、
ほ
か
に
『
續

書
』
禮
儀
志
注
引
く
三
国
呉
・
丁
孚
『

儀
』
に

「
酎
金
律
、
文
帝
所
加
、
以
正
月
旦
作
酒
、
八
月
成
、
名
酎
酒
。
因
令

侯
助
祭
貢
金
。」
と
あ
り
、
文
帝
時
に
諸
侯
（
後
漢
以
降
主
に

列
侯
の
こ
と
を
指
す
）
が
金
を
貢
す
規
定
が
加
え
ら
れ
た
と
す
る
。
ま
た
『
漢
書
』
景
帝
紀
注
ひ
く
三
国
魏
・
張
晏
説
に
「
至
武
帝
時
、

因
八
月
嘗
酎
會

侯
廟
中
、
出
金
助
祭
、
所
謂
酎
金
也
。」
と
し
、
明
ら
か
に
諸
侯
を
廟
中
に
会
す
る
、
つ
ま
り
参
列
侍
祠
と
説
明
し
、

金
を
献
上
さ
せ
助
祭
さ
せ
る
と
す
る
が
、
こ
れ
を
武
帝
の
こ
ろ
の
こ
と
と
す
る
。
貢
金
助
祭
に
つ
い
て
、
資
料
に
よ
っ
て
開
始
時
期
に

ず
れ
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
沈
家
本
『
漢
律

遺
』
巻
十
七
酎
金
律
は
、
丁
孚
の
文
帝
時
創
始
説
を
非
と
し
、
張
晏
の
武
帝
創
始
説
を

是
と
す
る
。
沈
家
本
は
『
後

書
』
章
帝
紀
建
初
七
年
の
李
賢
注
が
張
晏
説
と
同
じ
く
武
帝
時
の
こ
と
と
す
る
こ
と
、
お
よ
び
『
史
記
』

平
準
書
の
、
武
帝
元
鼎
時
に
対
羌
・
越
戦
争
に
従
軍
す
る
者
を
募
っ
た
が
列
侯
に
応
じ
る
者
が
居
な
か
っ
た
た
め
、
酎
金
時
に
少
府
が

献
上
さ
れ
た
金
を
検
査
し
た
と
こ
ろ
、
金
が
規
定
に
達
せ
ず
侯
位
を
失
っ
た
者
が
百
余
人
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
記
載
か
ら
、
武
帝
時
の
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こ
と
と
す
る
。
し
か
し
『

書
』
嚴
助
伝
に
見
え
る
建
元
六
年
の
淮
南
王
安
の
上
書
に
「
越
人
名
爲
藩
臣
、
貢
酎
之
奉
、
不
輸
大
内
、

一
卒
之
用
不
給
上
事
。」
と
あ
り
、
藩
臣
・
諸
侯
王
が
武
帝
初
に
す
で
に
酎
の
際
に
何
ら
か
の
貢
納
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

り
、
ま
た
金
を
献
上
す
る
こ
と
そ
の
も
の
と
、
少
府
の
検
査
を
経
て
質
が
規
定
に
達
し
な
け
れ
ば
厳
罰
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
を
段
階
的

に
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
丁
孚
の
諸
侯
王
貢
金
文
帝
創
始
説
と
、
張
晏
の
諸
侯
王
に
会
し
直
接
献
上
さ
せ
る
の
は
武
帝
創
始
で

あ
る
と
い
う
説
と
は
、
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
。
山
田
勝
芳
は
、
漢
律
金
布
令
に
つ
い
て
、
文
帝
制
定
の
酎
金
律
が
も
と
も
と
存
在
し
、

そ
の
後
詔
書
を
下
し
て
、
つ
ま
り
令
の
形
で
変
更
を
加
え
た
が
、
そ
れ
は
金
徴
収
に
関
わ
る
金
布
令
に
分
類
さ
れ
、
金
布
令
中
に
入
れ

ら
れ
た
も
の
と
述
べ
る@8

。
文
帝
時
に
金
を
貢
納
す
る
規
定
が
出
来
、
景
帝
詔
に
よ
っ
て
諸
侯
王
列
侯
の
使
者
侍
祭
が
加
わ
っ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
武
帝
時
よ
り
、
も
し
金
の
質
・
量
が
規
定
に
合
わ
ね
ば
奪
爵
國
免
さ
れ
る
規
定
が
加
わ
り
、
元
鼎
五
年
時
に
百
人
余

り
の
列
侯
が
位
を
追
わ
れ
た
こ
と
よ
り
、
武
帝
元
鼎
五
年
に
こ
の
よ
う
な
規
定
の
加
わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る@9

。

こ
こ
に
宗
廟
に
お
け
る
諸
侯
王
列
侯
助
祭
使
者
侍
祠
制
度
が
段
階
的
に
開
始
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
意
義
は
何
か
。『
史
記
』

蘇
秦
列
伝
に
魏
の
襄
王
へ
の
上
書
に
「
今
乃
有
意
西
面
而
事
秦
、
稱
東
藩
、
築
帝
宮
、
受
冠
帶
、
祠
春
秋
、
臣
竊
爲
大
王
恥
之
。」
と
見

え
、『
索
隠
』
に
祠
春
秋
を
「
言
春
秋
貢
奉
、
以
助
秦
祭
祀
」
と
貢
物
を
献
上
し
て
秦
王
の
祭
祀
を
助
祭
す
る
こ
と
と
解
釈
す
る#0

。
助
祭

は
王
の
帝
に
対
す
る
従
属
を
表
す
性
格
を
持
つ
の
で
あ
る
。
文
帝
時
太
宗
号
開
始
と
と
も
に
助
祭
侍
祠
制
度
が
整
え
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
太
宗
宗
廟
制
度
開
始
と
と
も
に
諸
侯
王
・
列
侯
の
従
属
を
表
象
す
る
機
能
が
漢
の
宗
廟
祭
祀
に
付
加
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

宗
廟
祭
祀
儀
禮
が
漢
の
統
合
を
象
徴
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
漢
に
お
け
る
郡
国
上
計
の
、「
中
央
政
府
と
地
方
郡
国
と
の
貢
納
・
従

属
関
係
の
更
新
を
象
徴
的
に
示
す
場
」#1

で
あ
っ
た
と
い
う
性
格
と
似
る
。

祭
祀
制
度
実
態
の
面
か
ら
み
て
、
前
掲
景
帝
即
位
時
の
群
臣
上
書
は
、
文
帝
の
治
世
に
開
始
し
た
諸
侯
王
列
侯
の
金
献
上
に
よ
る
助

祭
を
よ
り
拡
張
し
て
、
代
々
皇
帝
が
み
づ
か
ら
祭
祀
し
、
郡
臣
が
侍
祠
し
、
諸
侯
王
列
侯
の
使
者
が
侍
祠
す
る
八
月
飲
酎
祖
宗
祭
祀
を

確
立
し
た#2

。
こ
れ
は
、
他
廟
に
比
し
て
ぬ
き
ん
で
た
長
安
祖
宗
廟
の
至
尊
の
地
位
を
明
確
に
し
、
年
々
諸
侯
王
列
侯
の
従
属
を
明
ら
か
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に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
漢
朝
の
全
範
囲
を
巻
き
込
み
、
そ
の
統
合
を
確
認
す
る
儀
禮
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
文
帝
太
宗

廟
の
成
立
と
同
時
に
計
画
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
次
に
こ
う
し
た
祖
宗
廟
制
度
成
立
の
契
機
を
な
し
た
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

（
四
）
郡
国
諸
侯
宜
各
爲
孝
文
皇
帝
立
太
宗
之
廟
。
郡
国
廟
に
つ
い
て

（
四
）
は
太
宗
廟
の
郡
国
建
立
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
郡
国
廟
は
制
度
の
廃
止
ま
で
に
太
上
皇
、
太
祖
、
太
宗
、
世
宗
の
四
廟

が
建
立
さ
れ
た
が
、
世
宗
廟
は
行
幸
し
た
郡
国
の
み
に
設
置
さ
れ
性
格
を
や
や
異
に
す
る
。
太
上
皇
廟
設
置
は
、
国
家
中
央
の
至
尊
の

宗
廟
と
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
太
上
皇
廟
で
あ
っ
た
時
点
の
こ
と
で
あ
る#3

。
そ
の
後
祖
宗
廟
が
太
上
皇
廟
の
地
位
に
と
っ
て
か
わ
り
、
天
子

が
親
祭
し
諸
侯
王
列
侯
が
貢
し
諸
侯
王
列
候
使
者
が
侍
祭
す
る
、
至
尊
の
廟
と
な
る
。
つ
ま
り
郡
国
廟
建
立
は
中
央
の
至
尊
廟
の
建
立

と
軌
を
一
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
中
央
の
祖
宗
廟
制
度
と
不
可
分
で
あ
り
、
祖
宗
廟
制
度
全
体
の
一
部
分
を
構
成
す
る
。

郡
国
廟
の
設
置
意
図
を
直
接
語
る
記
述
は
、『

書
』
韋
玄
成
伝
の
「
蓋
建
威
銷
萌
、
一
民
之
至

也
。」
お
よ
び
同
伝
の
祈
祷
文

「
將
以
繋

内
之
心
」
で
あ
り
、
権
威
を
確
立
し
統
一
を
固
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
郡
国
廟
は
「
春

秋
之
義，

父
不
祭
於
支
庶
之
宅，

君
不
祭
於
臣
僕
之
家，

王
不
祭
於
下
土

侯
。」（『

書
』
韋
玄
成
伝
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
の
ち

禮
に
違
背
す
る
と
見
な
さ
れ
、
批
判
の
的
に
な
る
。
確
か
に
『
禮
記
』
大
傳
に
「
庶
子
不
祭
、
明
其
宗
也
。」
と
見
え
る
よ
う
に
、
本
家

当
主
は
本
家
祖
先
の
祭
祀
権
を
独
占
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
威
を
維
持
す
る
と
の
思
惟
が
有
り
、
郡
国
廟
建
立
は
こ
の
よ
う
な
祭
祀
権

の
放
棄
に
等
し
く
、
諸
侯
王
に
対
す
る
皇
権
の
確
立
と
い
う
先
の
主
旨
か
ら
は
遠
い
も
の
と
も
見
な
し
得
る
。
郡
国
廟
建
立
を
通
し
て

権
威
が
確
立
さ
れ
る
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
、
不
可
解
な
の
で
あ
る
。

従
来
郡
国
廟
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
皇
帝
神
格
化
説
と
、
家
族
国
家
観
の
表
現
と
す
る
説
と
に
大
別
で
き
る
。
神
格
化
説
で
は
、
津

田
左
右
吉
は
帝
王
崇
拝
を
民
に
強
い
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
的
儀
禮
に
よ
っ
て
漢
室
の
権
威
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、

民
に
功
有
る
者
が
祭
祀
さ
れ
る
と
い
う
民
間
習
俗
か
ら
出
た
も
の
と
す
る
。
高
明
士
は
、
郡
国
廟
は
皇
帝
神
格
化
の
表
現
で
あ
る
が
、
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豪
族
の
台
頭
以
降
廟
制
が
人
格
化
さ
れ
て
い
く
と
述
べ
る#4

。
家
族
国
家
観
説
で
は
、
西
嶋
定
生
は
、
西
漢
当
時
天
下
は
一
家
皇
帝
は
民

の
父
と
さ
れ
て
お
り
、
皇
帝
の
祖
先
は
民
の
祖
先
で
も
あ
る
か
ら
皇
帝
の
祖
先
を
民
に
祭
祀
さ
せ
る
た
め
に
郡
国
廟
を
置
い
た
と
述
べ

る#5

。
ま
た
板
野
長
八#6

は
、
郡
国
廟
設
置
に
つ
い
て
西
嶋
と
同
じ
く
家
族
国
家
建
設
の
意
図
が
あ
っ
た
と
し
つ
つ
「
祭
祀
関
係
を
通
じ
て

漢
の
王
室
の
祖
先
と
の
関
係
を
一
般
の
臣
下
、
官
僚
に
ま
で
及
ぼ
そ
う
と
す
る
態
度
」
に
よ
る
と
し
、『
孝
經
』
の
「
父
の
権
威
や
家
族

の
封
鎖
性
を
君
主
の
制
し
た
秩
序
に
準
拠
せ
し
め
」
る
思
惟
と
関
連
づ
け
る
。

各
人
の
論
拠
を
み
る
と
、
津
田
は
、
郡
国
廟
が
儒
家
の
思
想
と
は
不
一
致
な
こ
と
と
、
当
時
の
王
室
を
覆
う
呪
術
的
迷
信
的
空
気
と

を
推
論
の
前
提
と
す
る
。
高
は
始
皇
帝
以
降
前
漢
前
半
の
皇
帝
が
神
格
化
さ
れ
た
絶
対
者
で
あ
っ
た
と
い
う
前
提
よ
り
導
く
。
西
嶋
・

板
野
は
『

書
』
高
帝
紀
の
天
下
を
一
家
と
す
る
と
い
う
詔
に
依
拠
す
る
。

説
は
宗
廟
制
度
自
体
お
よ
び
宗
廟
祭
祀
に
つ
い
て
の
言

説
・
思
惟
か
ら
出
発
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
甘
懷
真
は
従
来
の
郊
祀
研
究
を
批
判
し
て
、
祭
祀
を
提
言
し
た
儒
家
は
従
来
の
祭

祀
に
関
す
る
知
識
に
依
拠
し
て
主
張
し
行
動
す
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
知
識
自
体
に
対
す
る
分
析
が
欠
け
て
い
る
と
し
た#7

。

宗
廟
制
度
に
つ
い
て
も
、
ま
ず
宗
廟
制
度
自
体
の
言
説
と
思
惟
に
立
ち
返
り
、
分
析
を
試
み
る
。

ま
ず
祖
宗
廟
の
み
に
郡
国
廟
を
建
立
す
る
と
い
う
制
度
的
事
実
か
ら
出
発
し
、
祖
宗
廟
制
度
の
背
景
と
な
る
思
惟
を
論
じ
、
祖
宗
廟

制
度
の
構
成
要
素
と
し
て
の
郡
国
廟
に
つ
い
て
推
論
す
る
。
祖
宗
廟
の
背
景
を
為
す
思
惟
は
、
ま
ず
賈
誼
『
新
書
』
と
前
掲
景
帝
詔
に

見
え
る
「
禮
に
曰
く
、
有
功
を
祖
と
し
有
徳
を
宗
と
す
」
で
あ
る#8

。
こ
の
功
徳
に
よ
っ
て
祖
宗
と
し
て
尊
崇
さ
れ
手
厚
く
祭
祀
さ
れ
る

と
い
う
思
惟
が
、
前
漢
祖
宗
祭
祀
制
度
の
背
景
を
為
し
て
い
る#9

。
そ
の
展
開
を
ま
ず
た
ど
っ
て
み
る
。

功
績
の
有
無
を
祭
祀
施
行
の
基
準
と
す
る
と
い
う
思
惟
を
、
直
接
廟
制
度
と
の
関
連
で
説
い
た
の
は
、『
荀
子
』
の
禮
論
篇
で
あ
る$0

。

尊
卑
に
よ
っ
て
祖
先
祭
祀
の
規
模
は
異
な
り
、
ま
た
功
績
の
厚
さ
に
よ
っ
て
祭
祀
の
盛
大
さ
も
異
な
る
。
功
績
の
高
い
者
は
恩
沢
を
広

く
受
け
盛
大
に
ま
つ
ら
れ
、
功
績
の
低
い
者
は
そ
う
で
は
な
い
。
禮
は
数
量
の
差
等
に
よ
っ
て
長
幼
君
臣
尊
卑
親
疎
の
秩
序
を
視
覚
化

す
る
も
の
だ
が
、
政
治
的
な
尊
卑
の
視
覚
化
に
重
点
を
置
い
て
い
る
の
が
こ
の
箇
所
で
あ
る
。
ま
た
『
荀
子
』
の
思
想
に
お
い
て
は
、
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天
人
の
分
に
た
ち
、
呪
術
卜
筮
巫
祝
な
ど
の
神
秘
的
な
手
段
に
よ
っ
て
天
志
を
知
り
う
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る$1

。
祖
先
祭
祀
に
つ
い

て
も
、
祖
先
神
の
加
護
を
願
い
福
を
求
め
る
営
み
の
み
で
は
な
く
、
祭
祀
す
る
側
の
尊
卑
を
表
示
し
、
あ
る
い
は
祭
祀
を
受
け
る
側
の

功
績
に
よ
っ
て
祭
祀
に
大
小
を
も
う
け
て
そ
の
功
績
を
表
示
す
る
も
の
と
も
な
り
得
る
。
被
祭
祀
者
の
功
績
の
宣
揚
は
世
人
に
も
そ
の

功
績
の
達
成
を
薦
め
る
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
に
は
儒
学
の
説
く
倫
理
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
薦
め
る
の
だ
が
、
統
治
秩
序
を
正
当
化

し
維
持
す
る
機
能
を
担
う
こ
と
に
つ
な
が
り
う
る
。

前
漢
成
立
と
考
え
ら
れ
る
文
献
で
、
功
績
と
太
祖
祭
祀
を
明
確
に
結
合
さ
せ
て
い
る
貴
重
な
記
述
に
、
前
掲
の
『
管
子
』
の
軽
重
己

篇
「
天
子
祀
於
太

、
其
盛
以
黍
、
黍

穀
之
美
者
也
、

者
國
之
重
者
也
。
大
功

太

、
小
功

小

、
無
功

無

、
有
功

皆
稱
其
位
而
立
飫
、
無
功
者
觀
於
外
、

所
以
功
祭
也
　
非
所
以
戚
祭
也
。
天
子
所
以
異
貴
賤
而
賞
有
功
。」
が
あ
る$2

。
こ
の
箇
所
は

功
を
賞
す
る
祭
祀
を
説
く
点
で
『
荀
子
』
禮
論
・
『
禮
記
』
祭
法
・
『
國
語
』
魯
語
と
似
て
お
り
、
こ
の
系
統
の
禮
説
と
関
連
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
立
春
の
祭
祀
と
し
て
太
祖
祭
祀
を
挙
げ
、
貴
賎
を
区
別
し
有
功
を
賞
す
る
た
め
の
祭
祀
と
し
、
功
祭
す
る

た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
戚
祭
で
は
な
い
と
言
明
す
る
。
戚
祭
で
な
く
功
祭
＝
功
に
よ
っ
て
祭
祀
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
親
族
祭
祀
の

側
面
よ
り
も
、
有
功
者
を
顕
彰
す
る
手
段
と
し
て
の
側
面
が
重
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
祖
先
祭
祀
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
範
疇

を
踏
み
越
え
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
祖
先
祭
祀
を
非
戚
祭
＝
功
祭
と
し
て
扱
う
と
い
う
思
惟
は
、
先
に
太
宗
と
関
連
し
て
取
り
上
げ
た

『
國
語
』
魯
語
・
『
禮
記
』
祭
法
に
、
す
で
に
現
れ
て
い
る$3

。『
國
語
』
・
祭
法
ａ
の
冒
頭
で
は
、
民
に
対
す
る
功
労
者
の
み
を
祭
祀
す

る
こ
と
を
述
べ
、
各
朝
代
に
お
い
て

・
郊
・
祖
・
宗
の
対
象
と
さ
れ
た
者
を
、
功
労
者
ゆ
え
に
特
に
祭
祀
さ
れ
た
と
し
、
有
功
者
顕

彰
の
側
面
を
強
調
す
る
。

郊
祖
宗
は
漢
に
お
い
て
祖
先
祭
祀
の
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、『
國
語
』
の
こ
の
箇
所
で
は
有
虞
姓
が

堯
を
郊
祀
す
る
な
ど
必
ず
し
も
祖
先
の
み
が
祭
祀
の
対
象
で
は
な
い
。
民
に
対
す
る
功
労
に
よ
る
祭
祀
ゆ
え
に
、
祖
先
神
と
い
う
よ
り

は
む
し
ろ
王
朝
の
神
と
し
て
祭
祀
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
直
接
的
に
は
淫
祀
迷
信
へ
の
反
論
と
し
て
有
功
者
祭
祀
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
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の
だ
が
、

郊
祖
宗
が
祖
先
祭
祀
用
語
で
あ
っ
た
漢
の
状
況
下
で
は
、
君
主
祖
先
神
の
性
格
を
家
・
族
の
神
か
ら
王
朝
の
神
へ
と
変
身
さ

せ
る
よ
う
な
解
釈
を
許
す
も
の
と
為
り
う
る
。

儒
学
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
、
宗
廟
祭
祀
儀
禮
の
秩
序
を
維
持
す
る
機
能
に
は
、
昭
穆
の
配
置
、
太
宗
へ
の
祭
祀
権
集
中
に
よ
り
宗

族
内
の
秩
序
を
整
序
す
る
そ
れ
と
、
廟
数
の
差
等
な
ど
に
よ
り
統
治
秩
序
を
整
序
す
る
作
用
と
が
存
在
す
る
。
し
か
し
以
上
に
述
べ
た

よ
う
な
秩
序
の
確
立
と
安
定
に
資
し
た
者
を
有
功
者
と
し
て
祭
祀
す
る
と
い
う
方
法
論
は
、
二
者
の
う
ち
の
統
治
秩
序
の
整
序
を
計
る

方
を
突
出
さ
せ
て
い
く
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
民
へ
の
功
労
に
よ
る
祭
祀
と
い
う
祭
祀
論
は
、
宗
廟
神
に
祖
先

神
と
し
て
の
性
格
を
踏
み
越
え
て
王
朝
の
公
共
の
神
と
し
て
の
性
格
を
持
た
せ
る
契
機
を
は
ら
む
。

前
漢
に
お
い
て
郡
国
に
お
け
る
祖
宗
祭
祀
の
実
例
は
非
常
に
乏
し
い
が
、
諸
侯
王
の
郡
国
廟
に
お
け
る
祖
宗
祭
祀
に
つ
い
て
語
る
資

料
も
あ
る
。
例
え
ば
『

書
』
淮
南
王
伝
に
見
え
る
、
薄
昭
が
文
帝
の
命
を
受
け
て
淮
南

王
長
を
諫
め
た
書
に$4

、
身
を
修
め
て
高
祖

を
祭
祀
し
、
先
帝
の
功
徳
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
と
訓
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
高
祖
は
単
に
祖
先
と

し
て
祭
祀
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
漢
帝
国
を
創
始
し
、
諸
侯
王
を
建
立
し
た
と
い
う
功
徳
を
有
す
る
が
た
め
に
祭
祀
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
諸
侯
王
側
は
そ
う
し
た
高
祖
の
功
徳
を
忘
れ
な
い
た
め
に
祭
祀
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
。
単
な
る
祖
先
祭
祀
の
範
疇
を
越

え
て
、
功
徳
の
権
化
で
あ
る
高
祖
へ
の
忠
誠
を
誓
う
祭
祀
が
、
高
廟
へ
の
祭
祀
な
の
で
あ
る
。

こ
の
功
徳
と
は
『
韓
非
子
』
二
柄
篇
な
ど
で
君
主
の
二
つ
の
重
要
な
統
治
手
段
と
す
る
刑
徳
か
ら
変
化
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。『
漢

書
』
高
帝
紀
の
臣
下
が
皇
帝
に
推
戴
す
る
言
に
「
先
時
秦
爲
亡
道
、
天
下
誅
之
。
大
王
先
得
秦
王
、
定
關
中
、
於
天
下
功
最
多
。
存
亡

定
危
、
救
敗
繼

、
以
安
萬
民
、
功
盛

厚
。」
と
あ
り
、
功
と
は
武
力
を
も
っ
て
秦
王
を
得
、
関
中
を
定
め
た
こ
と
で
あ
り
、
徳
は
万

民
を
安
ん
じ
た
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
『
春
秋
左
氏
傅
』
宣
公
十
二
年
に
「
伐
叛
、
刑
也
。
柔
服
、

也
。」
と
述
べ
る
の
に
等

し
い$5

。
功
徳
と
い
う
言
葉
の
最
も
早
い
時
期
に
確
認
で
き
る
用
例
は
、『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
始
皇
帝
十
六
年
の
泰
山
刻
石
で
あ
り
、
こ

の
時
期
に
政
治
的
宣
伝
の
中
で
、
功
徳
と
い
う
用
語
の
使
用
が
開
始
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
功
徳
」
に
は
、
君
主
の
賞
罰
に
よ
る
法
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家
的
統
治
を
美
化
し
て
述
べ
た
側
面
が
あ
る
。
し
か
し
功
徳
と
い
う
言
葉
自
体
は
漢
代
に
お
い
て
儒
家
の
説
の
中
で
用
い
ら
れ
、
決
し

て
法
家
の
言
葉
で
は
な
い
。『
韓
詩
外
傳
』
巻
六
の
禮
義
功
徳
は
、
一
般
的
に
民
間
に
お
け
る
功
業
徳
行
を
指
し
て
お
り$6

、『
禮
記
』
王

制
に
「
有
功

於
民
者
、
加
地
進
律
」
と
あ
る
の
も
諸
侯
王
の
民
に
功
徳
有
る
者
を
賞
す
る
と
い
う
意
で
、
こ
う
し
た
「
功
徳
」
は
先

の
『
國
語
』
魯
語
・
『
禮
記
』
祭
法
の
「
有
功
烈
於
民
者
」
の
功
烈
と
共
通
す
る
。
功
烈
と
は
「
法
施
於
民
」、「
以
死
勤
事
」、「
以
勞

定
國
」、「
能
禦
大

」、「
能
扞
大
患
」
等
で
あ
り
、
軍
事
政
治
農
事
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
、
民
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
点
で
共
通
す

る
。
漢
の
功
徳
に
よ
る
祭
祀
が
、
こ
の
よ
う
な
功
烈
に
よ
る
祭
祀
に
淵
源
し
て
い
る
な
ら
ば
、
功
徳
に
は
君
主
の
賞
罰
権
を
指
す
意
義

の
み
な
ら
ず
そ
れ
を
民
の
公
共
の
利
益
の
た
め
に
使
う
と
い
う
含
意
を
同
時
に
含
み
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
高
祖
・
太
宗
が
功
徳

に
よ
り
神
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
漢
の
宗
廟
祭
祀
と
は
劉
姓
の
み
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
公
共
の
福
利
の
た
め
の
祭
祀
で
あ
り
、

高
祖
・
太
宗
は
劉
姓
祖
先
神
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
公
共
の
神
格
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

ま
た
前
掲
の
薄
昭
の
書
簡
に
「
日
夜

、
修
身
正
行
、
養
犠
牲
、
豊
潔
粢
盛
、
奉
祭
祀
、
以
無
忘
先
帝
之
功

」
日
夜
お
そ
れ
つ

つ
し
み
、
身
を
修
め
行
い
を
正
し
、
お
こ
た
り
な
く
祭
祀
を
つ
と
め
あ
げ
て
先
帝
の
功
徳
を
忘
れ
る
な
と
見
え
る
の
は
、
当
時
の
郡
国

廟
に
お
け
る
宗
廟
祭
祀
の
性
格
を
示
す
貴
重
な
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
『
孝
經
』
感
應
章
に
「
宗
廟
致

、
不
忘
親
也
、
脩
身

慎
行
、
恐
辱
先
也
、
宗
廟
致

、
鬼

矣
。
孝
悌
之
至
、

於

明
。」
と
修
身
し
て
敬
を
致
す
こ
と
を
い
い
、『
禮
記
』
祭
義
に

「
是
故
先
王
之
孝
也
、
色
不
忘
乎
目
、
聲
不

乎
耳
、
心
志
嗜
欲
不
忘
乎
心
。」『
禮
記
』
中
庸
に
「
夫
孝
者
、
善
繼
人
之
志
」
孝
と
は
祖

先
の
志
を
常
に
思
い
そ
れ
に
従
う
こ
と
を
述
べ
る
よ
う
な
、
祖
先
祭
祀
に
臨
む
者
の
正
し
い
心
意
と
行
い
を
重
視
す
る
説
と
重
な
る
。

さ
ら
に
「
高
皇
帝
之
神
必
不
廟
食
於
大
王
之
手
」
高
祖
は
王
の
供
物
を
受
け
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
言
は
、『
春
秋
左
氏
傳
』
哀
公
十
六

年
に
「
事
死
如
事
生
、
礼
也
。」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
、
生
者
に
対
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
し
て
死
者
に
対
し
祀
る
と
い
う
禮
説
に
関

連
す
る
。
こ
れ
は
元
来
死
者
は
生
者
と
と
も
に
あ
り
、
死
せ
る
祖
先
と
活
け
る
子
孫
は
不
可
分
と
い
う
思
惟
を
背
景
と
す
る
と
考
え
ら

れ
る$7

。
し
か
し
『
禮
記
』
祭
義
に
「
文
王
之
祭
也
、
事
死
者
如
事
生
、
思
死
者
如
不
欲
生
、
忌
日
必
哀
、
稱
諱
如
見
親
、
祀
之
忠
也
。」
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と
あ
る
の
は
、
禮
説
の
内
容
が
祖
霊
に
つ
か
え
る
者
の
忠
順
の
姿
勢
を
説
く
方
向
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
よ
う

な
祖
先
祭
祀
の
心
意
を
説
き
、
祭
祀
す
る
側
を
内
面
か
ら
規
制
す
る
諸
禮
説
が
、
薄
昭
書
簡
の
宗
廟
祭
祀
説
に
関
連
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
祭
祀
の
効
能
は
、
祭
祀
す
る
側
が
、
被
祭
祀
側
の
生
前
の
姿
と
志
を
思
い
、
衷
心
よ
り
仕
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
祭
祀
側

に
対
し
て
忠
誠
を
つ
く
す
心
情
を
全
う
す
る
こ
と
に
あ
り
、
祭
祀
す
る
側
の
人
倫
の
遵
守
の
方
に
よ
り
重
点
が
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。

薄
昭
書
簡
に
現
れ
た
諸
侯
王
國
に
お
け
る
宗
廟
祭
祀
の
性
格
は
、
こ
う
し
た
呪
術
的
色
彩
の
よ
り
う
す
い
祭
祀
像
に
近
い
。

郡
太
守
に
よ
っ
て
祭
祀
さ
れ
る
場
合
に
も
、
祖
宗
廟
へ
の
祭
祀
は
祖
宗
功
徳
へ
の
忠
誠
を
誓
う
儀
禮
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
祖
宗
祭
祀
は
、
前
掲
の
儒
学
に
お
け
る
有
功
者
祭
祀
の
方
法
論
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
親
族
祭
祀
と
し
て

の
性
格
よ
り
も
統
治
秩
序
を
整
序
す
る
性
格
を
突
出
さ
せ
た
結
果
な
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
祖
宗
廟
祭
祀
お
よ
び
そ
の
部
分
と
し
て
の
郡
国
廟
は
、
戦
国
時
代
よ
り
培
わ
れ
て
き
た$8

儒
学
思
惟
に
基
づ
き
計
画
さ
れ
た
も

の
で
、
皇
帝
神
格
化
で
は
あ
る
が
、
呪
術
的
・
迷
信
的
で
は
な
く
、
功
徳
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
劉
姓
の
祖
先
神
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
漢
王
朝
の
神
格
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
津
田
前
掲
書
の
民
間
習
俗
説
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
儒
学
に
よ
っ
て
濾
過

さ
れ
た
も
の
で
あ
る$9

。
板
野
長
八
の
、
宗
族
を
越
え
る
も
の
と
い
う
指
摘
は
一
部
は
た
だ
し
い
。
高
祖
・
太
宗
は
劉
姓
の
み
の
神
で
は

な
く
漢
朝
公
共
の
福
利
の
神
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
宗
廟
祭
祀
を
通
じ
て
高
祖
太
宗
の
志
に
忠
順
な
る
こ
と
が
天
子
の
み
な
ら
ず
諸
侯

王
・
郡
太
守
・
百
官
列
侯
に
も
と
め
ら
れ
、
宗
廟
祭
祀
儀
禮
は
ま
さ
に
国
家
統
一
を
表
現
す
る
儀
禮
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

結
　
語

以
上
景
帝
の
詔
に
よ
っ
て
、
祖
宗
廟
制
度
と
そ
の
理
論
背
景
を
論
じ
た
。
景
帝
詔
の
時
点
で
、
京
師
に
お
い
て
は
始
祖
太
祖
と
、
傍

系
か
ら
入
り
新
し
い
君
統
の
始
祖
と
な
っ
た
太
宗
の
祭
祀
を
中
枢
と
し
、
祖
宗
祭
祀
の
み
を
天
子
が
酎
祭
に
お
い
て
祭
祀
し
、
諸
侯
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王
・
列
侯
が
金
を
献
上
し
て
使
者
に
侍
祭
さ
せ
る
制
度
が
確
定
し
た
。
祖
宗
と
そ
の
他
の
廟
と
い
う
序
列
が
確
定
し
て
お
り
、
国
家
儀

禮
と
し
て
郡
臣
が
参
列
し
諸
侯
王
が
助
祭
す
る
制
度
が
着
々
と
整
備
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
無
秩
序
な
も
の
で
は
な
い
。

郡
国
廟
は
、
中
央
長
安
の
祖
宗
廟
祭
祀
と
不
可
分
で
あ
り
、
儒
学
の
祭
祀
儀
禮
理
論
に
お
い
て
発
達
し
た
、
宗
廟
を
民
の
福
利
に
つ

く
し
た
功
積
を
顕
彰
す
る
場
と
し
、
そ
の
結
果
祖
先
神
を
王
朝
の
神
格
へ
と
転
換
す
る
よ
う
な
思
惟
、
ま
た
宗
廟
祭
祀
を
通
じ
、
祭
祀

す
る
側
が
、
被
祭
祀
側
の
生
前
の
姿
と
志
を
思
い
、
衷
心
よ
り
仕
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
祭
祀
側
に
対
し
て
忠
誠
を
つ
く
す
心
情
を

全
う
す
る
と
い
う
禮
説
の
、
影
響
に
よ
っ
て
建
立
・
祭
祀
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
漢
に
お
い
て
具
体
的
に
官
は
功
に
よ
っ
て
昇
進

推
挙
を
得
、
爵
録
を
得
る
も
の
で
あ
る
。
最
大
の
功
徳
者
た
る
祖
宗
の
廟
を
各
郡
で
祭
祀
さ
せ
る
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
功

の
獲
得
に
邁
進
す
る
こ
と
を
推
奨
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
功
徳
は
君
主
の
統
治
手
段
た
る
刑
徳
と
重
な
る
が
、
同
時
に

君
主
の
恣
意
で
は
な
く
民
へ
の
福
利
と
し
て
そ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
を
を
意
味
す
る
。
国
家
儀
禮
を
行
う
祖
宗
廟
の
神
格
の
高
祖
・
太

宗
は
、
功
徳
を
通
し
て
劉
姓
の
み
な
ら
ず
諸
侯
王
列
侯
百
官
を
統
括
す
る
漢
朝
の
神
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
宗
廟
は
、
高

祖
太
宗
の
功
徳
を
顕
彰
す
る
記
念
物
と
し
て
、
漢
の
国
家
統
合
の
象
徴
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
宗
廟
を
郡
国

廟
と
し
て
地
方
に
も
置
き
、
忠
順
を
誓
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
諸
侯
王
お
よ
び
郡
太
守
が
地
方
を
統
治
す
る
正
統
性
の
根
源
は
、
高
祖
太

宗
の
功
徳
に
忠
順
な
こ
と
に
も
存
す
る
。

前
漢
前
半
に
お
い
て
、
毎
年
定
期
的
に
、
天
子
み
づ
か
ら
祭
祀
し
、
群
臣
が
参
列
し
、
諸
侯
王
が
助
祭
す
る
の
は
、
祖
宗
廟
祭
祀
の

み
で
あ
る
。
後
世
に
無
秩
序
と
批
判
さ
れ
た
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
祖
宗
廟
こ
そ
が
国
家
儀
禮
の
中
心
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
保
っ

て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
後
漢
に
至
る
と
、
正
月
五
供
に
お
け
る
順
序
や
祭
祀
に
お
け
る
輿
服
の
ラ
ン
ク
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、

宗
廟
祭
祀
の
地
位
は
天
地
・
明
堂
祭
祀
に
比
し
て
低
下
す
る
。
こ
れ
は
郊
祀
と
始
祖
祭
祀
が
合
体
し
、
天
地
明
堂
祭
祀
の
際
に
高
祖
ら

を
と
も
に
祭
祀
し
、
そ
の
神
格
性
を
高
め
る
儀
禮
が
成
立
し
て
い
く
こ
と
と
関
連
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
郡
国
廟
廃
止
に
つ
い
て
は
、

諸
侯
王
に
直
接
祖
宗
祭
祀
さ
せ
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
の
だ
ろ
う
か
。『
後
漢
書
』
隗
囂
伝
に
、
隗
囂
が
王

419

一
一
三

前
漢
祖
宗
廟
制
度
の
研
究



莽
に
対
す
る
反
乱
を
起
こ
す
際
に
高
祖
・
太
宗
・
世
宗
を
祭
祀
し
諸
将
軍
と
誓
っ
た
よ
う
に
、
祖
宗
祭
祀
に
は
祖
宗
の
名
の
下
に
漢
輔

を
標
榜
す
る
者
を
正
当
化
す
る
働
き
を
も
つ
。
で
は
郡
国
廟
廃
止
等
廟
制
改
革
へ
と
向
か
う
転
換
点
は
、
は
た
し
て
儒
家
官
僚
の
台
頭

し
て
き
た
元
帝
時
な
の
だ
ろ
う
か
。
郡
国
廟
を
非
禮
と
す
る
考
え
を
、
皇
帝
が
自
ら
述
べ
た
の
は
『
史
記
』
三
王
世
家
に
見
え
る
「
禮

『
支
子
不
祭
』」
と
い
う
武
帝
の
発
言
が
最
初
で
あ
り
、
上
帝
へ
の
高
祖
の
配
祭
が
始
め
ら
れ
た
の
も
武
帝
の
こ
ろ
で
あ
る
。
故
に
武
帝

の
こ
ろ
が
転
換
の
始
ま
り
と
考
え
ら
れ
る
。
郡
国
廟
廃
止
の
理
由
と
背
景
は
、
む
し
ろ
こ
の
こ
ろ
の
状
況
か
ら
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

と
も
か
く
こ
れ
以
後
の
国
家
的
な
宗
廟
祭
祀
改
革
は
、
中
央
祖
宗
祭
祀
の
中
枢
化
を
さ
ら
に
進
め
る
方
向
で
行
わ
れ
た
。
武
帝
の
こ

ろ
祖
宗
廟
酎
祭
に
て
諸
侯
王
列
侯
助
祭
が
強
化
さ
れ
、
宣
帝
か
ら
元
帝
に
か
け
て
の
禮
制
改
革
も
郡
国
廟
の
廃
止
と
祖
宗
廟
以
外
の
廟

の
整
理
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
光
武
帝
か
ら
明
帝
に
か
け
て
、
太
祖
廟
の
み
を
建
立
し
一
元
的
に
祭
祀
す
る
制
度
の
確
立
に
よ
り
、

最
終
的
に
宗
廟
制
度
の
整
理
統
合
が
完
成
す
る
。
始
祖
を
功
徳
に
よ
っ
て
神
格
化
し
、
君
主
宗
族
の
み
な
ら
ず
王
朝
支
配
階
層
の
神
と

し
、
宗
廟
祭
祀
の
中
心
と
す
る
と
い
う
構
図
が
、
皇
帝
宗
廟
制
度
の
中
で
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
と

し
た
い
。
ま
た
秦
以
降
皇
帝
に
つ
い
て
の
言
説
の
中
で
頻
出
し
て
く
る
「
功
徳
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
拙
論
中
で
は
ま
だ
整
理
不
足
で

あ
る
と
感
じ
る
の
で
、
こ
の
後
の
課
題
と
し
た
い
。

儒
学
は
漢
王
朝
成
立
当
初
か
ら
、
宗
廟
祭
祀
儀
禮
に
よ
っ
て
王
朝
に
貢
献
し
て
お
り
、
高
祖
・
太
宗
の
神
格
化
を
宗
廟
儀
禮
に
よ
っ

て
助
け
た
。
静
か
に
中
枢
に
お
い
て
政
権
に
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
廟
祭
祀
自
体
に
は
皇
帝
位
の
根
拠
は
天
や
上
帝

に
あ
る
こ
と
を
、
直
接
象
徴
す
る
よ
う
な
色
彩
は
無
い

%0

。
そ
こ
で
天
の
叙
任
を
象
徴
す
る
郊
祀
の
面
に
お
い
て
方
士
達
が
活
躍
す
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
景
帝
期
ま
で
は
、
こ
う
し
た
国
家
支
配
階
層
総
体
を
巻
き
込
む
形
で
の
国
家
儀
禮
を
主
に
う
け
も
っ

た
の
は
、
や
は
り
儒
学
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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q

貝
塚
茂
樹
『
中
国
の
古
代
国
家
』（
貝
塚
茂
樹
著
作
集
第
一
巻
　
中
央
公
論
社
　
一
九
七
六
年
）
第
六
章
に
、「
征
服
者
で
あ
る
周
民
族
も
、
こ

れ
に
隷
属
す
る
殷
の
旧
軍
団
も
、
す
べ
て
部
族
別
に
組
織
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
祖
先
を
祭
祀
し
、
血
族
の
紐
帯
に
よ
っ
て
堅
く
結
合
さ
れ
て
い
た
。

祖
先
を
祭
る
宗
廟
と
並
ん
で
土
地
の
精
霊
を
祭
る
社
稷
が
、
こ
の
部
族
連
合
に
よ
る
地
域
団
体
で
あ
る
都
市
国
家
の
統
一
を
保
護
す
る
宗
教
的
な

中
心
で
あ
っ
た
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。

w

豊
田
久
「
晋
の
武
宮
と
朝
廟
の
禮
」（『
史
滴
』
四
号
　
一
九
八
三
年
）
に
、
晋
文
公
は
即
位
時
、
血
縁
的
血
統
的
立
場
を
示
す
宗
邑
曲
沃
の
宗

廟
と
、
晋
邦
の
君
主
と
い
う
公
の
立
場
の
権
威
の
根
元
の
武
宮
の
双
方
か
ら
位
の
保
証
を
得
た
と
述
べ
る
。

e

斎
藤
道
子
「
春
秋
時
代
に
お
け
る
統
治
権
と
宗
廟
」（『
中
国
の
歴
史
と
民
俗
』
所
収
　
第
一
書
房
　
一
九
九
一
年
）
に
、
春
秋
時
代
の
諸
侯
国

の
統
治
権
は
祖
先
か
ら
連
綿
と
つ
づ
い
て
き
た
血
そ
の
も
の
に
発
し
て
い
た
と
論
じ
る
。

r

前
掲
注
e
斎
藤
論
文
に
、
春
秋
後
期
に
は
周
王
朝
の
権
威
の
低
下
と
と
も
に
祖
先
た
ち
の
権
威
も
失
墜
し
た
と
述
べ
る
。
ま
た
注
q
貝
塚
前
掲

書
、
第
四
章
「
祭
祀
共
同
体
と
し
て
の
国
家
」
に
春
秋
戦
国
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
国
家
の
宗
教
的
象
徴
が
宗
廟
か
ら
社
稷
に
移
っ
た
と
述
べ
る
。

t

『
太
平
御
覧
』
巻
五
九
八
引
く
『
楚

春
秋
』
に
「
t
帝
初
封
侯

、
皆
賜
丹
書
鐵
劵
曰
、
使

河
如
帶
、
太
山
如
礪
、

有
宗
廟
、
爾
無

世
」
と
見
え
る
。

y

例
え
ば
高
后
二
年
に
功
臣
の
朝
位
を
高
廟
に
蔵
し
、
そ
の
子
孫
に
至
る
ま
で
の
継
承
を
保
証
し
た
。

『

書
』
高
后
紀

二
年
春
、
詔
曰
、「
高
皇
帝
匡
飭
天
下
、
諸
有
功
者
皆
受
分
地
爲
列
侯
、
萬
民
大
安
、
莫
不
受
休

。
朕
思
念
至
於
久

而
功
名
不
着
、
亡

以

大
誼
、
施
後
世
。
今
欲
差
次
列
侯
功
以
定
朝
位
、
臧
于
高
廟
、
世
世
勿
絶
、
嗣
子
各
襲
其
功
位
。
其
與
列
侯
議
定
奏
之
。」
丞
相
臣
平
言
、

「
謹
與
絳
侯
臣
勃
、
曲
周
侯
臣
商
、
潁
陰
侯
臣
嬰
、
安
國
侯
臣
陵
等
議
、
列
侯
幸
得
賜
餐
錢
奉
邑
、
陛
下
加
惠
、
以
功
次
定
朝
位
、
臣

臧
高
廟
。」

奏
可
。

焦
南
峰
・
馬
永

「
西
漢
宗
廟
再
議
」（『
考
古
与
文
物
』

二
〇
〇
〇
年
第
五
期
）
お
よ
び
松
浦
千
春
「
漢
よ
り
唐
に
至
る
帝
位
継
承
と
皇
太

子
│
謁
廟
の
禮
を
中
心
に
│
」（『
歴
史
』
八
〇
　
一
九
九
三
年
）
に
宗
廟
の
こ
う
し
た
機
能
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

u

渡
邉
義
浩
『
後
漢
国
家
の
支
配
と
儒
教
』（
雄
山
閣
　
平
成
七
年
）
序
論
二
節
に
お
い
て
総
括

i

藤
川
正
数
『
漢
代
に
お
け
る
禮
学
の
研
究
』
は
前
漢
の
天
地
祭
祀
か
ら
明
堂
祭
祀
ま
で
総
合
的
に
考
察
し
、
禮
儀
を
め
ぐ
る
論
争
を
現
実
的
便

宜
主
義
（
保
守
派
）
と
理
想
的
常
法
主
義
（
改
革
派
）
の
対
立
と
し
て
総
括
し
、
前
者
を
今
文
派
、
後
者
を
古
文
派
に
相
当
さ
せ
る
。
前
漢
宗
廟
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改
革
論
争
に
つ
い
て
は
対
立
の
焦
点
と
な
っ
た
毀
廟
論
争
に
つ
い
て
、
皇
帝
中
心
保
守
勢
力
（
私
情
主
義
・
今
文
派
）
と
理
想
主
義
改
革
派
（
公

義
主
義
・
古
文
派
）
の
対
立
に
集
約
し
、
そ
の
背
景
に
大
地
主
階
級
と
中
小
地
主
階
級
の
対
立
を
見
い
だ
す
。
制
度
改
革
と
思
想
の
枠
組
み
の
変

化
と
、
社
会
階
級
の
対
立
と
を
結
合
し
た
点
で
方
法
と
し
て
魅
力
的
だ
が
、
個
別
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
と
感
じ
る
。
伊
藤
徳

男
「
前
漢
の
宗
廟
制
│
七
廟
制
の
成
立
を
中
心
に
し
て
」（『
東
北
学
院
大
学
論
集
』
一
三
　
一
九
八
三
年
）
は
元
帝
時
代
お
よ
び
そ
れ
以
前
に
つ

い
て
は
藤
川
の
い
う
公
義
主
義
（
古
文
）
と
私
情
主
義
（
今
文
）
の
対
立
は
見
ら
れ
な
い
と
す
る
。
元
帝
期
以
降
儒
家
の
禮
に
よ
る
皇
帝
権
力
の

規
制
が
進
み
儒
教
国
教
化
へ
向
か
う
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
宗
廟
に
つ
い
て
い
え
ば
北
村
良
和
「
前
漢
末
の
宗
廟
に
つ
い
て
」（『
日
本
中
国
学

会
会
報
』
三
三
　
一
九
八
一
年
）
高
明
士
「
皇
帝
制
度
下
的
廟
制
系
統
」（『
文
史
哲
学
報
』
四
〇
期
　
一
九
九
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。

o

板
野
長
八
『
中
国
古
代
に
お
け
る
人
間
観
の
展
開
』（
岩
波
書
店
　
一
九
七
二
年
）
第
二
十
章
に
、
郡
国
廟
の
廃
止
と
郊
祀
の
改
革
は
同
様
の

立
場
か
ら
同
様
の
目
的
を
も
っ
て
為
さ
れ
た
運
動
で
あ
り
、
宗
族
的
体
制
・
禮
を
乗
り
越
え
、
同
時
に
超
人
道
的
な
呪
術
者
と
し
て
の
権
威
を
求

め
て
い
た
漢
の
専
制
君
主
を
、
禮
の
軌
道
に
乗
ら
せ
、
君
主
を
し
て
人
道
に
お
け
る
最
高
権
威
に
か
え
ら
せ
よ
う
と
す
る
も
の
と
述
べ
る
。
西
嶋

定
生
「
皇
帝
支
配
の
成
立
」（『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
第
四
巻
所
収
　
岩
波
書
店
　
一
九
七
〇
年
）
に
、
宗
廟
改
革
と
郊
祀
改
革
は
、
と
も
に
皇

帝
を
し
て
天
子
の
古
禮
に
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
皇
帝
観
念
を
儒
家
の
天
子
観
念
の
中
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
述
べ
る
。
金

子
修
一
『
古
代
中
国
と
皇
帝
祭
祀
』（
汲
古
選
書
二
六
　
汲
古
書
店
　
二
〇
〇
一
年
）
第
三
章
「
漢
代
の
郊
祀
と
宗
廟
と
明
堂
及
び
封
禅
」
は
、

前
漢
宗
廟
改
革
ま
で
の
制
度
を
「
後
漢
に
成
立
し
た
四
時
祭
、

と
い
う
儒
家
の
禮
説
に
基
づ
い
た
祭
祀
と
は
全
く
相
違
す
る
も
の
だ
っ
た
」

と
し
、
前
漢
の
前
半
期
と
後
半
期
と
で
国
家
祭
祀
の
性
格
は
変
化
し
、
武
帝
の
時
ま
で
は
皇
帝
の
行
う
祭
祀
は
方
術
的
な
色
彩
の
強
い
も
の
で
あ

っ
た
と
す
る
。

改
制
以
前
の
廟
制
を
非
禮
と
す
る
論
は
元
帝
改
革
時
の
韋
玄
成
に
よ
る
上
書
に
見
え
、『
續

書
』
祭
祀
志
引
く
袁
山
松
後
漢
書
の
蔡

宗
廟

迭
毀
議
に
見
え
る
よ
う
に
後
漢
に
継
承
さ
れ
、
さ
ら
に
『

書
』
高
帝
紀
高
祖
十
年
太
上
皇
廟
設
置
時
の
王
補
注
に
見
え
る
よ
う
に
、
清
朝
考
證

學
に
至
っ
て
も
不
変
で
あ
っ
た
。

!0

史
記
高
祖
本
紀
　
高
祖
十
二
年

「
己
巳
（
漢
書
に
下
　
漢
書
に
従
っ
て
葬
儀
終
了
後
太
上
皇
廟
に
行
き
、
太
子
を
即
位
さ
せ
た
と
す
る
の
が
妥
当
。）
立（『
史
記
會
注
攷
證
』

に
引
く
梁
玉
縄
説
に
衍
字
と
。）
太
子
至
太
上
皇
廟
、
羣
臣
皆
曰
、
高

起
微
細
、
撥
亂
世
反
之
正
、
平
定
天
下
、
爲
漢
太

、
功
最
高
、
上
尊

號
爲
高
皇
帝
。
太
子
襲
號
爲
皇
帝
。
孝
惠
帝
也
。
令
郡
國

侯
各
立
高

廟
、
以
歳
時
祠
。」
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!1

焦
南
峰
・
馬
永

「
西
漢
宗
廟

議
」（『
考
古
与
文
物
』
一
九
九
九
年
第
六
期
）
に
よ
る

!2

『
史
記
會
注
考
證
』
引
く
兪

説
は
、
尊
号
と
し
て
諡
と
し
な
い
の
は
、
秦
の
始
皇
帝
の
、
臣
子
が
君
父
を
議
す
る
の
を
嫌
い
、
諡
を
廃
止
し

た
先
例
に
よ
っ
た
も
の
と
述
べ
る
。

!3

『
春
秋
公
羊
傳
』
・
『
春
秋
穀
梁
傳
』
文
公
二
年
八
月
。

!4

史
記
秦
始
皇
本
紀
　
始
皇
帝
二
十
七
年
参
照
。

!5

史
記
高
祖
本
紀
正
義
引
く
『
三
輔
黄
圖
』
に
、「
太
上
皇
廟
在
長
安
城
香
室
南
、
馮
翊
府
北
。」
括
地
志
に
「
漢
太
上
皇
廟
在
雍
州
長
安
県
西
北

長
安
故
城
中
酒
池
之
北
、
高
帝
廟
北
。
高
帝
廟
亦
在
故
城
中
也
。」
と
見
え
る
。
劉
慶
柱
・
李
毓
芳
『
西
漢
十
一
陵
』（
陝
西
人
民
出
版
社
、
一
九

八
七
年
　
邦
訳
『
前
漢
皇
帝
陵
の
研
究
』
来
村
多
加
史
訳
　
学
生
社
　
一
九
九
一
年
）
第
一
章
に
よ
れ
ば
長
安
城
内
の
安
門
大
街
つ
ま
り
未
央
宮

と
長
楽
宮
の
間
を
貫
く
大
街
よ
り
東
、
長
楽
宮
の
西
南
に
あ
っ
た
と
す
る
。

!6

狩
野
直
喜
「
漢
書
補
注
補
」（『
兩
漢
学
術
考
』
昭
和
三
九
年
　
筑
摩
書
房
所
収
）
漢
書
に
お
い
て
成
・
城
二
字
は
通
用
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
成

は
城
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
呼
称
の
意
義
は
顔
注
引
く
服
虔
説
の
城
を
顧
み
る
と
い
う
解
釈
に
近
い
。

!7

『
漢
書
』
文
帝
紀
顔
注
引
く
服
虔
説
に
よ
れ
ば
廟
は
長
安
城
南
に
あ
り
と
。
長
安
志
に
は
、
唐
長
安
城
の
休
祥
坊
の
項
に
、
こ
こ
に
顧
成
廟
あ

り
、
廟
北
に
漢
の
奉
明
園
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
距
離
は
陵
よ
り
も
長
安
城
に
ほ
ど
近
い
（
前
掲
劉
書
よ
り
）。

!8

『
漢
書
』
賈
誼
伝
に
載
せ
る
上
書
に
「
禮

有
功
而
宗
有

、
使
顧
成
之
廟
稱
爲
太
宗
、
上
配
太

、
與
漢
亡
極
。」
と
あ
り
、
こ
れ
は
『
新

書
』
數
寧
篇
「
禮
、

有
功
、
宗
有

、（
始
取
天
下
爲
功
、
始
治
天
下
爲

。）
因
觀
成
之
廟
、
爲
天
下
太
宗
、
承
太

與
天
下
・
漢
長
亡
極

耳
。」
の
節
略
で
あ
る
。
こ
の
上
書
は
賈
誼
が
梁
懐
王
太
傅
と
な
っ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
文
帝
前
六
年
│
一
一
年
ま
で
の
間
と
考
え
ら
れ
る
。

『
前

紀
』
は
文
帝
八
年
の
淮
南
王
四
子
封
爵
時
の
上
書
と
し
、『
資
治
通
鑑
』
巻
十
四

紀
六
に
文
帝
六
年
と
す
る
。

!9

『
禮
記
』
祭
統
に
「
爵
有

而
祿
有
功
」
と
あ
り
、
文
辞
類
似
す
る
が
内
容
は
異
な
る
。

@0

注
$3
参
照

ま
た
『
孝
經
』
に
「
宗
祀
文
王
於
明
堂
」
あ
り
、
宗
祀
に
つ
い
て
『

書
』
児
寛
伝
の
顔
師
古
注
は
宗
は
尊
な
り
と
す
る
。
特
定
の
祖
先
を
尊

び
祭
祀
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
尚
書
大
傳
』
に
「
故
周
人
、
追

文
王
而
宗
武
王
也
」（『
儀
禮
經
傳
通
解
續
』
巻
二
十
九
祭
義
引
く
）
と

あ
る
の
は
明
ら
か
に
号
と
し
て
の
用
法
と
考
え
ら
れ
る
。

@1

『
管
子
』
軽
重
篇
の
成
立
に
つ
い
て
は
武
帝
期
成
立
か
ら
王
莽
期
説
ま
で
諸
説
あ
る
が
、
お
お
む
ね
漢
代
の
成
立
と
さ
れ
る
。
己
篇
は
時
令
を
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説
く
内
容
か
ら
軽
重

篇
の
中
で
は
異
質
で
あ
り
、
こ
れ
を
軽
重
か
ら
は
ず
し
幼
官
な
ど
の
時
令

篇
と
並
べ
る
説
も
あ
る
。
金
谷
治
『
管
子
の

研
究
』（
岩
波
書
店
一
九
八
七
年
）第
五
章
「
管
子
の
思
想
」
は
、
郊
外
に
壇
を
築
い
て
四
季
を
迎
え
る
記
述
に
依
っ
て
、
秦
よ
り
漢
初
と
す
る
。

@2

『
古
文
尚
書
撰
異
』
巻
二
十
二
。
熹
平
石
経
の
残
部
よ
り
、
現
本
『
尚
書
』
無
逸
の
祖
甲
は
、
今
文
尚
書
説
で
は
湯
の
孫
の
太
甲
＝
太
宗
で
あ

る
と
す
る
。
史
記
も
同
じ
く
太
甲
を
太
宗
と
し
て
い
る
の
は
、
当
時
の
今
文
尚
書
説
に
依
っ
た
も
の
で
あ
る
。
孫
星
衍
『
尚
書
今
古
文
注
疏
』
巻

二
十
一
も
『
隷
釋
』
の
説
を
引
い
て
今
文
に
お
い
て
太
甲
は
太
宗
で
あ
っ
た
と
す
る
。

@3

『

書
』
韋
玄
成
伝
顔
注
引
く
『

儀
注
』（『
漢
舊
儀
』）

「
宗
廟
一
歳
十
二
祠
。
五
月
嘗
麥
。
六
月
、
七
月
三
伏
、
立
秋

婁
（

）、
又
嘗
粢
。
八
月
先
夕
饋

、
皆
一
太
牢
、
酎
祭
用
九
太
牢
。
十

月
嘗
稻
、
又
飮
蒸
、
二
太
牢
。
十
一
月
嘗
、
十
二
月
臘
、
二
太
牢
。
又
毎
月
一
太
牢
、
如
閏
加
一
祀
、
與
此
上
十
二
爲
二
十
五
祠
。」

『
文
獻
通
考
』
巻
九
十
七
宗
廟
考
七
祭
祀
時
享
引
く
『
漢
舊
儀
』
に
は
他
に
寝
廟
・
原
廟
・
園
廟
の
祭
祀
を
別
個
に
挙
げ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
箇

所
は
孫
星
衍
の
輯
校
本
に
は
取
ら
れ
て
い
な
い
。

@4

『
漢
書
』
叔
孫
通
伝
顔
注
で
は
「
謂
従
高
帝
陵
寢
出
衣
冠
、
游
於
高
廟
、

月
一
爲
之
、
漢
制
則
然
。」
と
す
る
。
劉
慶
柱
・
李
毓
芳
前
掲
書
五

章
に
解
説
。

@5

毎
月
祭
祀
の
日
に
つ
い
て
は
、『
漢
舊
儀
』
に
「
諸
陵
寢
皆
以

、
望
、
二
十
四
氣
、
三
伏
、

、
臘
及
四
時
上

。」
と
見
え
晦
日
な
い
し
望

日
が
月
例
祭
祀
の
日
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
後
漢
の
例
で
は
あ
る
が
、『
續

書
』
百
官
志
に
よ
れ
ば
太
常
は
「
毎
月
前

、
察
行
陵
廟
」

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
食
官
令
に
つ
い
て
「
先
帝
陵
、
毎
陵
食
官
令
各
一
人
、
六
百
石
。
本
注
曰
、
掌
望

時
節
祭
祀
。」
と
あ
る
。
し
か
し

『

書
』
叔
孫
通
伝
顔
注
引
く
服
虔
・
応
劭
説
は
、「
持
高
廟
中
衣
、
月
旦
以
游
於
衆
廟
、
已
而
復
之
。」「
月
旦
出
高
帝
衣
冠
、
備
法
駕
、
名
曰
游

衣
冠
。」
と
旦
日
の
こ
と
と
し
、『

書
補
注
』
引
く
沈
欽
韓
説
も
「
衣
冠
蔵
于
陵
寢
、
月
朔
則
出
游
藏
高
廟
」
と
月
旦
説
を
取
る
。
服
虔
・
応
劭

と
も
に
衣
冠
出
遊
に
つ
い
て
、
顔
師
固
説
が
指
摘
す
る
よ
う
に
明
ら
か
に
誤
り
を
含
ん
で
お
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
月
旦
に
行
わ
れ
た
と
は
決
め
が

た
い
。

@6

酎
酒
は
『
續

書
』
禮
儀
志
ひ
く
丁
孚
『

儀
』
に
「
以
正
月
旦
作
酒
、
八
月
成
、
名
酎
酒
」
と
説
明
す
る
よ
う
に
正
月
に
酒
造
り
を
始
め
て

八
月
に
出
来
る
そ
の
年
の
新
酒
で
あ
り
、
説
文
解
字
の
酎
字
説
に
よ
れ
ば
三
度
醸
造
を
重
ね
た
酒
で
あ
る
。

@7

『
續

書
』
禮
儀
志
引
く
『
漢
舊
儀
』
に
「
皇
帝
惟
八
月
酎
、
車
駕
夕
牲
、
牛
以
絳
衣
之
。」
夕
牲
と
は
『

書
』
丙
吉
伝
顔
師
固
注
に
よ
れ

ば
「
未
祭
一
日
、
其
夕
展

牲
具
、
謂
之
夕
牲
。」
前
日
の
夕
に
犠
牲
を
点
検
す
る
儀
礼
で
あ
る
。
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@8

山
田
勝
芳
『
秦

財
政
収
入
の
研
究
』（
汲
古
書
院
　
一
九
九
三
年
）
第
六
章
「
専
売
・
均
輸
平
準
、
及
び
諸
収
入
」。

@9

『

書
』
武
帝
紀
引
く
如
淳
注
に
「
漢
儀
注
、
諸
侯
王
歳
以
戸
口
酎
黄
金
於
漢
廟
、
皇
帝
臨
受
獻
金
、
金
少
不
如
斤
兩
、
色
悪
、
王
削
縣
、
侯

免
國
。」
と
見
え
る
。

そ
の
他
の
廟
の
祭
祀
、
お
よ
び
祖
宗
廟
の
酎
祭
以
外
の
、
主
祀
者
に
つ
い
て
は
、
最
も
可
能
性
が
高
い
の
は
太
常
で
あ
り
、
先
述
の
よ
う
に
前

漢
時
太
常
は
月
一
回
陵
廟
を
め
ぐ
る
が
、
こ
の
際
に
祭
祀
を
代
行
し
た
の
で
は
な
い
か
。
後
漢
の
例
で
は
あ
る
が
『
續

書
』
祭
祀
志
の
記
述
で

は
陵
廟
祭
祀
を
太
常
が
祭
祀
し
て
い
る
と
見
え
る
（「
成
哀
平
三
帝
主
、
四
時
祭
於
故
高
廟
東
廟
、
京
兆
尹
侍
祠
、
冠
衣
車
服
、
如
太
常
祠
陵
廟

之
禮
。」）、『
獨
斷
』
に
も
「
成
哀
平
三
帝
以
非
光
武
所
後
、
藏
主
長
安
故
t
廟
、
四
時
祠
於
東
廟
、
京
兆
尹
侍
祠
、
衣
冠
車
服
、
如
太
常
祠
行
陵

廟
之
禮
。」
と
類
似
の
言
が
あ
る
。

飲
酎
祭
に
お
け
る
皇
帝
親
祭
は
前
代
皇
帝
廟
に
た
い
し
て
も
行
わ
れ
た
。『

書
』
儒
林
伝
に
宣
帝
時
「
會
八
月
飮
酎
、
行
祠
孝
昭
廟
、
先
驅

旄
頭
、
劍
挺
堕
地
、
首
垂
泥
中
、
刃
郷
乘
輿
車
」
と
あ
り
、
宣
帝
は
即
位
順
位
か
ら
言
っ
て
前
代
の
昭
帝
の
廟
で
み
づ
か
ら
飲
酎
祭
祀
を
行
っ
て

い
る
。
通
常
の
父
子
継
承
な
ら
ば
父
の
廟
に
た
い
し
て
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

#0

陳
戍
國
『
先
秦
禮
制
研
究
』
に
、
こ
れ
を
助
祭
で
は
な
く
魏
に
秦
宗
廟
を
建
立
し
直
接
祭
祀
し
た
と
す
る
。
ど
ち
ら
し
て
も
臣
従
の
象
徴
と
解

釈
で
き
る
。
ま
た
『
國
語
』
周
語
に
「
甸
服

祭
、
侯
服
者
祀
、
賓
服

享
、
要
服

貢
、
荒
服

王
。」
と
あ
り
、
祭
祀
を
通
し
て
貢
献
す
る

こ
と
が
服
従
の
象
徴
と
さ
れ
る
。
ま
た
板
野
長
八
『
中
国
古
代
に
お
け
る
人
間
観
の
展
開
』（
岩
波
書
店
　
一
九
七
二
年
）
第
二
十
章
「
前
漢
末

に
お
け
る
宗
廟
・
郊
祀
の
改
革
運
動
」
は
『
孝
經
』
聖
治
章
「
昔

周
公
郊
祀
后
稷
以
配
天
、
宗
祀
文
王
於
明
堂
、
以
配
上
帝
、
是
以
四

之
内
、

各
以
其
職
來
祭
、」
よ
り
、
侍
祭
は
中
央
の
権
威
を
高
め
る
働
き
を
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
栗
原
朋
信
「
秦
の
郊
祀
と
宗
廟
の
祭
祀
」（『
秦

史

研
究
』
所
収
　
吉
川
弘
文
館
　
一
九
六
〇
年
）
は
、
秦
の
郊
祀
と
宗
廟
の
祭
祀
と
は
と
も
に
春
秋
に
行
わ
れ
、
一
国
が
他
国
に
服
従
す
る
証
拠
と

し
て
、
春
秋
の
祭
祀
を
奉
ず
る
こ
と
は
、
重
要
な
る
条
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

#1

渡
辺
信
一
郎
『
天
空
の
玉
座
』
第
二
章
「
元
会
の
構
造
」（
柏
書
房
　
一
九
九
六
年
　
叢
書
歴
史
学
と
現
在
）

#2

『
續

書
』
祭
祀
志
に
よ
れ
ば
、
後
漢
の
宗
廟
に
お
け
る
祭
祀
は
「
春
以
正
月
、
夏
以
四
月
、
秋
以
七
月
、
冬
以
十
月
」
の
四
時
祭
と
臘
の
一

五
祀
で
あ
り
、
高
廟
飲
酎
に
関
す
る
記
事
は
章
帝
紀
な
ど
に
見
え
な
い
こ
と
も
な
く
、
ま
た
『
續

書
』
祭
祀
志
に
「
八
月
飲
酎
、
上
陵
、
礼

亦
如
之
。」
と
飲
酎
祭
祀
の
折
り
に
正
月
上
陵
と
同
様
に
墓
参
り
が
行
わ
れ
た
よ
う
だ
が
、
前
漢
の
よ
う
な
第
一
の
地
位
か
ら
は
脱
落
し
た
よ
う

で
あ
る
。
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#3

前
掲
注
!0
引
く
『
史
記
』
の
記
述
の
よ
う
に
、
恵
帝
の
皇
帝
即
位
お
よ
び
高
祖
へ
の
上
尊
号
が
太
上
皇
廟
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
通
常

即
位
の
謁
廟
は
高
祖
廟
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
高
祖
廟
は
未
建
立
で
あ
り
国
家
中
枢
の
宗
廟
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
は
太
上
皇
廟

で
あ
っ
た
。
太
上
皇
の
尊
号
に
関
し
て
は
そ
の
生
前
授
与
の
点
か
ら
し
て
特
異
で
あ
り
、
周
壽
昌
『
漢
書
注
校
補
』
高
帝
紀
に
秦
始
皇
帝
は
死
後

父
を
追
尊
し
た
が
、
漢
は
生
存
時
の
尊
号
で
あ
り
、
こ
れ
は
秦
に
な
ら
っ
た
の
で
は
な
く
漢
が
創
始
し
た
制
度
で
あ
る
と
す
る
。
太
上
皇
尊
号
授

与
当
時
の
高
祖
六
年
は
郡
國
諸
侯
の
異
姓
か
ら
同
姓
へ
の
意
図
的
転
換
が
図
ら
れ
て
い
る
最
中
で
あ
り
、
従
兄
弟
や
兄
子
も
封
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

彼
ら
は
劉
邦
の
直
接
の
子
・
兄
弟
で
は
な
い
。
同
姓
の
結
集
の
た
め
に
族
老
で
あ
る
太
上
皇
を
祭
り
上
げ
、
死
後
廟
を
郡
國
に
設
置
し
、
さ
ら
に

中
央
長
安
に
も
廟
を
設
置
し
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
太
上
皇
尊
号
授
与
と
こ
れ
に
連
な
る
太
上
皇
廟
の
中
央
の
至
尊
の
宗
廟
と
し
て
の
地
位

の
確
立
に
つ
い
て
は
、
族
を
結
集
さ
せ
る
た
め
家
族
紐
帯
を
利
用
せ
ん
と
す
る
意
図
が
見
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
地
方
郡
国
の
太
上
皇
廟

設
置
は
、
中
央
の
太
上
皇
廟
が
当
時
最
も
重
要
な
宗
廟
と
し
て
設
置
さ
れ
る
の
と
同
時
で
あ
り
、
中
央
の
宗
廟
制
度
は
こ
の
時
点
よ
り
ま
ぎ
れ
も

な
く
郡
國
の
宗
廟
と
連
動
し
て
い
る
。

#4

津
田
左
右
吉
「
漢
代
政
治
思
想
の
一
面
」（『
儒
教
の
研
究
』
巻
二
、
全
集
十
七
巻
、
初
出
『
満
鮮
地
理
歴
史
報
告
』
一
九
二
六
年
）
高
明
士
前

掲
論
文
。

#5

西
嶋
定
生
『
秦
漢
帝
国
』
第
三
章
　
講
談
社
　
一
九
九
七
年

#6

『
儒
教
成
立
史
の
研
究
』
第
一
章
「
孝
経
の
成
立
」
岩
波
書
店
　
一
九
九
五
年
　
初
出
『
史
学
雑
誌
』
六
四
編
三
・
四
号

第
一
二
章
「
儒
教
の
成
立
」
で
は
禮
制
改
革
以
前
の
皇
帝
を
儒
家
の
禮
を
超
越
し
た
神
秘
的
存
在
と
と
ら
え
、
神
格
説
と
折
衷
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
板
野
長
八
『
中
国
古
代
に
お
け
る
人
間
観
の
展
開
』（
岩
波
書
店
　
一
九
七
二
年
）
第
二
十
章
「
前
漢
末
に
お
け
る
宗
廟
・
郊
祀
の
改
革

運
動
」
に
お
い
て
も
同
様
に
天
下
を
一
家
と
な
さ
ん
と
す
る
意
図
よ
り
来
て
い
る
と
説
く
。

浅
野
裕
一
『
黄
老
道
の
成
立
と
展
開
』
第
二
部
十
七
章
漢
の
帝
国
運
営
と
黄
老
道
（
創
文
社
　
一
九
九
二
年
）
で
は
郡
國
廟
設
置
は
血
縁
に
よ

る
家
産
相
続
が
天
子
か
ら
諸
侯
王
・
庶
人
ま
で
を
貫
く
漢
の
公
的
原
理
で
あ
る
と
す
る
方
向
で
血
縁
に
よ
る
帝
位
継
承
を
正
当
化
す
る
努
力
を
払

っ
た
も
の
と
す
る
。
宗
廟
が
継
承
を
正
当
化
す
る
作
用
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
高
祖
の
み
な
ら
ず
、
従
来
の
血
縁
相
続
か
ら
ず
れ
て

い
る
文
帝
の
廟
が
郡
國
廟
と
し
て
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
説
明
で
き
な
い
。
諸
侯
や
列
侯
な
ら
ば
、
通
常
は
実
子
以
外
は
継
承
で
き
ず
、
子
が
無
け

れ
ば
國
は
断
絶
す
る
。

#7

甘
懷
真
「
中
國
古
代
郊
祀
禮
的
思
索
―
西

成
帝
時
的
郊
祀
禮
」（『
第
三
屆
國
際

学
會
議
論
文
集
　
法
制
與
禮
俗
』

中
央
研
究
院
歴
史
語
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言
研
究
所
　
二
〇
〇
二
年
）

#8

こ
の
礼
説
は
元
帝
以
降
の
宗
廟
改
革
の
際
に
も
引
用
さ
れ
、『
孔
子
家
語
』
廟
制
に
て
古
禮
と
し
て
語
ら
れ
、
後
の
王
朝
の
上
書
・
詔
に
お
い

て
も
繰
り
返
さ
れ
、
皇
帝
宗
廟
祭
祀
の
一
原
則
を
形
成
し
た
。

#9

伊
藤
徳
雄
注
i
論
文
に
前
漢
廟
制
に
お
け
る
功
徳
観
念
の
重
要
性
に
つ
い
て
説
か
れ
る
。

$0

『
荀
子
』
禮
論

郊
止
乎
天
子
、
而

止
於

侯
、
道
及
士
大
夫
、
所
以
別

者
事

、
卑
者
事
卑
、
宜
大

巨
、
宜
小

小
也
。
故
有
天
下

事
十
（
楊

注
に
穀
梁
傅
僖
公
十
五
の
天
子
七
廟
よ
り
七
に
修
正
。
王
先
謙
は
大
戴
禮
記
・
史
記
に
引
か
れ
る
部
分
よ
り
七
に
修
正
）
世
、
有
一
國
者
事
五
世
、

有
五
乘
之
地
者
事
三
世
、
有
三
乘
之
地
者
事
二
世
、
持
手
而
食
者
不
得
立
宗
廟
、
所
以
別
積
（
功
績
に
同
じ
）
厚
、
積
厚
者
流
澤
廣
、
積
薄
者
流

澤
狹
也
。

な
お
こ
の
部
分
は
の
ち
『
史
記
』禮
書
・『
穀
梁
傳
』僖
公
十
五
年
・『
大
戴
禮
記
』禮
三
本
に
引
用
さ
れ
、
宗
廟
禮
儀
理
論
の
基
礎
と
し
て
生
き

続
け
る
。

$1

重
沢
俊
郎
『
周
漢
思
想
研
究
』
荀
況
研
究
　
弘
文
堂
　
昭
和
一
八
年

$2

『
管
子
』
軽
重
己
篇

天
子
祀
於
太

、
其
盛
以
黍
、
黍
者
穀
之
美

也
、

國
之
重

也
。
大
功

太

、
小
功

小

、
無
功

無

、
有
功
（
馬
非
百

『
管
子
軽
重
篇
新
詮
』
は
豬

玄
博
の
説
に
従
い
有
功
に
改
め
る
）

皆
稱
其
位
而
立
沃
（
飫
）、
有
功
（
上
の
無
功
と
お
な
じ
く
、
無
功
の
誤
り

馬
説
参
照
）

觀
於
外
、

所
以
功
祭
也
　
非
所
以
戚
祭
也
。
天
子
所
以
異
貴
賤
而
賞
有
功
。

$3

『
國
語
』
魯
語

ａ
夫
聖
王
之
制
祀
也
、
法
施
於
民
則
祀
之
、
以
死
勤
事
則
祀
之
、
以
勞
定
國
則
祀
之
、
能
禦
大

則
祀
之
、
能
扞
大
患
則
祀
之
、
非
是
族
也
、

不
在
祀
典
。

昔
烈
山
氏
之
有
天
下
也
、
其
子
曰
柱
、
能
殖
百
穀
百
蔬
、
夏
之
興
也
、
周
棄
繼
之
、
故
祀
以
爲
稷
、
共
工
氏
之
伯
九
有
也
、
其
子
曰
后
土
、
能

平
九
土
、
故
祀
以
爲

、
黄
帝
能
成
命
百
物
、
以
明
民
共
財
、

能
修
之
、
帝

能
序
三
辰
以
固
民
、
堯
能
單
均
刑
法
以
儀
民
、
舜
勤
民
事
而

野
死
、
鯀

洪
水
而

死
、
禹
能
以

修
鯀
之
功
。
契
爲
司
徒
而
民
輯
、
冥
勤
其
官
而
水
死
、
湯
以

治
民
而
除
其
邪
、
稷
勤
百
穀
而
山
死
、
文

王
以
文
昭
、
武
王
去
民
之
穢
。
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ｂ
故
有
虞
氏

黄
帝
而

、
郊
堯
而
宗
舜
、
夏
后
氏

黄
帝
而

、
郊

而
宗
禹
、
商
人

舜
而

契
、
郊
冥
而
宗
湯
、
周
人

而
郊
稷
、

文
王
而
宗
武
王
。
幕
、
能
帥

也
。
有
虞
氏
報
焉
、
杼
、
能
帥
禹

也
。
夏
后
氏
報
焉
。（
韋
昭
は

の
誤
り
と
す
る
）
上

甲
微
、
能
帥
契

也
、
商
人
報
焉
。
高
圉
・
大
王
・
能
帥
稷

也
、
周
人
報
焉
。
凡

・
郊
・
祖
・
宗
・
報
、
此
五

國
之
典
祀
也
。

加
之
以

稷
山
川
之

、
皆
有
功
烈
於
民

也
。
及
前
哲
令

之
人
、
所
以
爲
明
質
也
。
及
天
之
三
辰
、
民
所
以
瞻
仰
也
。
及
地
之
五
行
、
所

以
生
殖
也
。
及
九
州
名
山
川
澤
、
所
以
出
財
用
也
。
非
是
不
在
祀
典
。

こ
れ
は
ａ
ｂ
の
順
序
異
な
り
、
語
句
に
異
同
あ
る
が
、
次
の
『
禮
記
』
祭
法
の
記
載
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

ｂ
有
虞
氏

黄
帝
而
郊

、

而
宗
舜
、
夏
后
氏
亦

黄
帝
而
郊
鯀
、

而
宗
禹
、
殷
人

而
郊
冥
、
祖
契
而
宗
湯
、
周
人

而
郊
稷
、

文
王
而
宗
武
王
、

（
中
略
）

ａ
夫
聖
王
之
制
祭
祀
也
、
法
施
於
民
則
祀
之
、
以
死

事
則
祀
之
、
以
勞
定
國
則
祀
之
、
能
禦
大

則
祀
之
、
能
捍
大
患
則
祀
之
、
是
故

山

氏
之
有
天
下
也
、
其
子
曰
農
、
能
殖
百
穀
、
夏
之
衰
也
、
周
棄
繼
之
、
故
祀
以
爲
稷
、
共
工
氏
之
霸
九
州
也
、
其
子
曰
后
土
、
能
平
九
州
、
故
祀

以
爲

、
帝

能
序
星
辰
以

衆
、
堯
能
賞
均
刑
法
以
義
終
、
舜

衆
事
而
野
死
、
鯀

鴻
水
而

死
、
禹
能
脩
鯀
之
功
、
黄
帝
正
名
百
物
、
以

明
民
共
財
、

能
脩
之
、
契
爲
司
徒
而
民
成
、
冥

其
官
而
水
死
、
湯
以

治
民
而
除
其
虐
、
文
王
以
文
治
、
武
王
以
武
功
、
去
民
之

、
此

皆
有
功
烈
於
民

也
、
及
夫
日
月
星
辰
、
民
所
瞻
仰
也
、
山
林
川
谷
丘
陵
、
民
所
取
財
用
也
、
非
此
族
也
、
不
在
祀
典
。

$4

『
漢
書
』
淮
南

王
長
伝

夫
大
王
以
千
里
爲
宅
居
、
以
萬
民
爲
臣
妾
、
此
高
皇
帝
之
厚

也
。
高
帝
蒙
霜
露
、

風
雨
、
赴
矢
石
、
野
戰
攻
城
、
身
被
創
痍
、
以
爲
子
孫

成
萬
世
之
業
、
艱
難
危
苦
甚
矣
。
大
王
不
思
先
帝
之
艱
苦
。
日
夜

、
修
身
正
行
、
養
犠
牲
、
豊
潔
粢
盛
、
奉
祭
祀
、
以
無
忘
先
帝
之
功

、

而
欲
屬
國
爲
布
衣
、
甚
過
。（
略
）
此
八

、
危
亡
之
路
也
、
而
大
王
行
之
。
棄
南
面
之
位
、
奮

・
賁
之
勇
、
常
出
入
危
亡
之
路
、
臣
之
所
見
、

高
皇
帝
之

必
不
廟
食
於
大
王
之
手
、
明
白
。

$5

元
来
徳
と
い
う
語
に
刑
と
徳
の
二
つ
の
意
義
を
含
み
持
っ
て
い
た
が
、
戦
国
以
降
に
な
る
と
徳
が
内
省
的
意
義
の
み
に
偏
り
、
か
つ
て
の
徳
の

意
義
を
表
す
こ
と
ば
と
し
て
刑
徳
が
出
現
し
た
こ
と
を
、
小
倉
芳
彦
『
中
国
古
代
思
想
史
』（
青
木
書
店
　
一
九
七
〇
年
）「
左
伝
に
お
け
る
覇
と

徳
―
「
徳
」
概
念
の
形
成
と
展
開
―
」
に
述
べ
る
。

$6

『
韓
詩
外
傅
』
巻
六
「
古
者
有
命
（
民
）、
民
之
有
能

長
憐
孤
、
取
舎
好
讓
、
居
事
力

、
告
於
其
君
、
然
後
命
得
乘
飾
車
駢
馬
。
未
得
命
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者
、
不
得
乘
飾
車
駢
馬
、
皆
有
罰
。
故
民
雖
有
餘
財
侈
物
、
而
無
禮
義
功

、
則
無
所
用
。」

$7

楊
寛
『
西
周
史
』（
上
海
人
民
出
版
社
　
一
九
九
九
年
）
第
三
編
六
章
。

$8

『
國
語
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
吉
本
道
雅
「
国
語
小
考
」（『
東
洋
史
研
究
』
四
八
│
三
　
一
九
八
九
年
）
に
戦
国
晩
期
成
立
で
あ
る
こ

と
を
考
證
す
る
。

$9

前
後
漢
で
よ
く
み
ら
れ
る
、
地
方
に
恩
恵
を
も
た
ら
し
た
官
吏
を
、
官
民
で
祭
祀
す
る
現
象
に
も
似
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

%0

前
掲
景
帝
元
年
詔
に
文
帝
の
徳
の
形
容
と
し
て
「

厚

天
地
、
利
澤
施
四

、
靡
不
獲
福
焉
。
明
象
乎
日
月
」
徳
の
厚
き
こ
と
天
地
に
ひ
と

し
く
、
利
澤
四
海
に
施
し
、
福
を
獲
ざ
る
な
し
、
明
は
日
月
を
象
る
と
述
べ
る
部
分
を
、
注
o
引
く
西
嶋
定
生
「
皇
帝
支
配
の
成
立
」
は
上
帝
に

ひ
と
し
い
皇
帝
の
形
容
と
す
る
。
も
し
そ
れ
な
ら
ば
太
宗
は
上
帝
と
等
し
い
絶
対
者
と
し
て
神
格
化
さ
れ
た
こ
と
に
も
な
る
。
前
掲
の
詔
部
分
は

絶
対
的
上
帝
に
等
し
い
こ
と
の
形
容
で
あ
る
の
か
、
検
討
を
試
み
た
い
。

（
本
学
非
常
勤
講
師
）

429

一
二
三

前
漢
祖
宗
廟
制
度
の
研
究


